
 第 130回 労働政策審議会障害者雇用分科会 議事次第 

 

１ 日時 
 

令和５年 12月 27日（水）13:00～15:00 

 

２ 場所 
 

  オンライン・対面による開催（厚生労働省 専用 15会議室） 
 

３ 議題 

 

（１）2023年度の年度目標に係る中間評価について 

（２）その他 
 

４ 資料 
 

資料１－１ 障害者雇用分科会における 2023年度目標の中間評価について（案） 

資料１－２ 障害者雇用分科会における 2023年度中間評価シート（案） 

 

参考資料１  労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿 

参考資料２  2023年度目標に対する四半期毎の実績報告 

参考資料３  令和５年 障害者雇用状況の集計結果 

参考資料４  いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について 
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障害者雇用分科会における 2023年度目標の中間評価について（案） 

 

 

2023 年度の目標として障害者雇用分科会において設定した年度目標等につい

て、当該分科会が実施した中間評価の結果は、概ね以下のとおりである。 

※ 中間評価は 2023 年 12 月時点で把握できる直近の各種指標（2023 年４月～９月の数値）に

基づいて行った。 

  

（障害者雇用分科会において設定された年度目標の動向） 

◎ ハローワークにおける障害者の就職件数について 

〔2023年度目標〕 2019年度（103,163件）以上 

〔2023年４月～９月実績〕56,269件 

           （参考）ハローワークにおける障害者の就職率 44.0％ 

（分析） 

○ 2023年４月～９月のハローワークにおける障害者の就職件数は 56,269件

（対前年同期比 8.8％増）で、目標であるコロナ禍以前の 2019年同期（55,213

件）と比較すると 1.9％上回っており、コロナ禍以前の水準に戻っている。 

   

○ これは、 

・ 2023 年４月～９月の新規求職申込件数は 127,899 件（対前年同期比

6.4％増）で、2019年同期（111,421件）を 14.8％上回る水準となるとと

もに、 

・ 障害者専用求人数の全数が 127,491件（対前年同期比 11.6％増）と 2019

年同期（125,569件）を 1.5％上回る水準に改善したこと 

が背景にあるものと考えられる。 

  

○ こうした背景に加え、ハローワークにおいては、障害者の雇入れ支援の更

なる強化を図るため、 

・ 障害者雇用率未達成企業がもつ不安・課題等の丁寧な聞き取りや、理解

促進のための職場実習の受け入れや支援機関の見学等の推進 

・ 求人者・求職者双方に希望条件の緩和を促す等による適格紹介を通じた

能動的なマッチング支援 

を実施したこと等により目標を上回ったものと考えている。 

 

○ 引き続き、こうしたきめ細かなマッチング支援に取り組むとともに、障害

者の職業紹介を担当する部門と事業所への指導・支援を担当する部門の連携
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を強化することで、企業・障害者への支援状況の相互共有等により、能動的

なマッチング機能の強化を図っていく。 

 

◎ 障害者雇用率関係 

※ 2023年度の目標の取組状況については、2024年の障害者雇用状況報告

（2024年６月１日時点）の結果を踏まえて分析する予定であるため、2023

年の障害者雇用状況報告（2023年６月１日）の結果に基づく 2022年度目

標の評価等について記載 

① 障害者の雇用率達成企業割合 

〔2022年度目標〕 49.8％以上 

〔2022年度実績〕 50.1％（2023年６月 1日時点） 

〔2023年度目標〕 46.6％以上 

② 障害者雇用ゼロ企業（2022 年６月１日時点）のうち、新たに障害者を

雇用した企業（2023年６月１日時点）の割合 

〔2022年度目標〕 15.2％以上 

〔2022年度実績〕 14.2％（2023年６月１日時点） 

〔2023年度目標〕 15.2％以上 

（分析） 

○ 2023 年６月１日現在の障害者の雇用率達成企業割合は 50.1％であり、

2022 年度目標（49.8％以上）を上回っており、民間企業における障害者の

雇用状況については、障害者雇用数が 20年連続で過去最高を更新するなど、

着実に進展している。 

 

○ その主な背景及び要因としては、令和８年７月に向けて段階的に法定雇用

率が 2.7％に引き上げられることも受けて企業の障害者採用への意欲は引

き続き旺盛であると考えられる。あわせてハローワークにおいても、対面で

の働きかけができない時期においても、それに限らず電話等により雇用率未

達成企業に対して接触し、的確な指導等を行ったことから、実雇用率が初め

て法定雇用率（2.3％）を超え、2.33％に上昇するとともに、達成企業割合

も全ての企業規模において上昇したものと考えている。 

 

○ また、障害者雇用ゼロ企業（2022年６月１日時点）32,342社から 2023年

６月１日時点で報告対象外となった企業3,452社を除いた28,890社のうち、

新たに障害者を雇用した企業は 4,102社（前年差＋113社）と増加した一方

で、前年から引き続きゼロ企業となった企業は 24,788社（前年差－362社）

と減少した。これにより、ゼロ企業脱却割合は前年から 0.5ポイント上昇し
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14.2％となったものの、2022年度目標（15.2％以上）を下回った。 

 

○ 脱却割合が上昇しながらも目標達成までには至らなかった主な要因とし

ては、ゼロ企業を含む雇用率未達成企業に関しては、実際に事業所訪問を行

い、対面での意識啓発や支援を行うことが特に重要であると考えられるとこ

ろ、依然として感染防止を理由としたハローワークによる訪問申出の拒否や

テレワーク勤務による企業担当者の不在等により、障害者雇用ゼロ企業に対

し、事業所訪問による機会を捉えた雇用指導を十分実施できない例が一部み

られたことが考えられる。 

 

○ そのため、ハローワークにおいて、 

 ・ 全ての雇用率未達成企業に対して必ず接触を図ることとし、可能な限り

事業所訪問を行い、障害者雇用に対する理解を促すとともに、各企業にお

ける障害者雇用の取組における課題を明らかにして、的確な指導等を行う

こと、 

 ・ 雇用率未達成企業等における障害者雇用を促進するため、障害者の希望

やニーズを踏まえた求人開拓や求人票に関する助言等の取組を一層強化

すること、 

・ 特に障害者雇用ゼロ企業については、優先順位を設定した上で積極的な

事業所訪問を行い、ニーズに応じた支援を実施すること、 

・ ゼロ企業の多くを占める 100人未満規模の企業については、採用の準備

段階から採用後の定着支援までを一貫して支援する「企業向けチーム支援」

を実施すること、 

といった取組を着実に実施していく。 

 

○ また、障害者雇用経験のある企業が障害者雇用ゼロ企業に転じること 

を避けるべく、関係機関等とも連携した定着支援を積極的に実施していく。 

 

○ 加えて、今後予定される法定雇用率の引上げや除外率引下げにより、法定

雇用率が未達成となることが見込まれる事業主に対して早期の働きかけを

引き続き行っていく。 

 

◎ 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績 

① 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、

就職に向けた次の段階へ移行した者の割合 

〔2023年度目標〕  78.8％以上 
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〔2023年４月～９月実績〕85.5％ 

② 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向け

た次の段階へ移行した者のうち、就職した者の割合 

〔2023年度目標〕  84.3％以上 

〔2023年４月～９月実績〕86.7％ 

（分析） 

○ 2023 年４月～９月までの精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援

を終了した者（5,845人）のうち、就職に向けた次の段階へ移行した者（4,997

人）の割合は 85.5％となっており、2023 年度目標（78.8％）を上回って推

移している。 

 

○ また、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向

けた次の段階へ移行した者（4,997 人）のうち、就職した者（4,331 人）の

割合は 86.7％となっており、同様に 2023年度目標（84.3％）を上回って推

移している。 

 

○ これらの主な要因としては、コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場

実習が実施できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の維持向

上や、自己理解の促進等が進んだことが考えられる。 

 

○ 引き続き、求職者に対して、担当者制によるきめ細かな職業相談を実施す

るとともに、事業主に対して、障害特性の理解の促進や雇用管理のノウハウ

の提供、各種支援メニューの活用の提案を行うなど、マッチングの促進に向

けた支援を実施していく。 

 

○ なお、全体として目標は上回ったものの、各労働局の状況を個別に見ると、

実績が目標を下回っている労働局もあり、実績が低調な労働局においては、

職場実習等の支援実績が低調な場合が多かった。 

 

○ このため、事業所見学、職場実習、同行紹介等、事業所への働きかけを行

っていない場合は、積極的にこれらを取り入れていくこととする。また、精

神障害者雇用トータルサポーター等を対象とした研修を実施して、ナビゲー

ションブックや就労パスポート等の支援ツールの更なる活用を図り、障害特

性や配慮事項等を整理して事業主に丁寧に伝える等の取組を着実に実施し

ていく。 
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（案） 

障害者就労促進 

関連する 2022年までの目標 

○障害者の実雇用率 2.3％ 

（平成 30年６月 15日閣議決定「未来投資戦略 2018-「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革-」

により策定） 

項目 2023 年度 

目標 

2023 年度 

実績 

 2022 年度 

目標 

2022 年度 

実績 

2021 年度 

目標 

2021 年度 

実績 

ハローワーク

における障害

者の就職件数 

（参考）ハローワ

ークにおける障害

者の就職率（※

１） 

103,163 件

以上 

56,269 件 

（2023 年４

月９月） 

 

（参考） 

44.0％ 

103,163 件 

以上 

102,537 件 

 

（参考）

43.9％ 

89,840 件 

以上 

96,180 件 

 

（参考）

42.9％ 

【障害者雇用率関係】 

①障害者の雇

用率達成企業

割合（※２） 

46.6％以上 2024 年 6 月

１日時点の実

績により評価 

 49.8％以上 

 

50.1％ 

（2023 年 6

月 1 日時

点） 

47.4％以上 48.3％ 

（2022 年 6

月 1 日時点） 

②障害者雇用

ゼロ企業

（2023 年６月

１日時点）の

うち、新たに

障害者を雇用

した企業

（2024 年６月

１日時点）の

割合 

15.2％以上 2024 年 6 月

１日時点の実

績により評価 

15.2％以上 14.2％ 

（2023 年 6

月 1 日時

点） 

15.2％以上 13.7％ 

（2022 年 6

月 1 日時点） 

【精神障害者雇用トータルサポーター支援実績】 

①精神障害者

雇用トータル

サポーターの

相談支援を終

了した者のう

ち、就職に向

78.8％以上 85.5％ 

（2023 年４

月～９月） 

 75.6％以上 83.0％ 72.8％以上 78.7％ 
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けた次の段階

（※３）へ移

行した者の割

合 

②精神障害者

雇用トータル

サポーターの

相談支援を終

了し、就職に

向けた次の段

階（※３）へ

移行した者の

うち、就職し

た者の割合 

84.3％以上 86.7％ 

（2023 年４

月～９月） 

84.3％ 

以上 

86.2％ 84.3％ 

以上 

84.5％ 

（備考） 

※１ 就職件数／新規求職申込件数。 

 

※２ 43.5人以上（2020年６月１日までは 45.5人以上）規模の企業において法定雇用率

を達成（注）している企業の割合。 

（注）法定雇用障害者数に不足数がないこと。 

 

※３ ①就職（トライアル雇用含む）、②職業紹介ができる段階への移行、③職業訓練・職

場適応訓練へのあっせん。 

2023年度目標設定における考え方 

【ハローワークにおける障害者の就職件数】 

前年度実績がコロナ禍以前の 2019年度実績を下回るため、2019年度実績以上と設定 

 

【障害者雇用率関係】 

 ① 障害者の雇用率達成企業割合 

    2024年４月に雇用率の引上げがあることから、過去 10か年の平均伸び率及び 

雇用率の引上げの影響を踏まえて設定 

 ② 障害者雇用ゼロ企業（2022年６月１日時点）のうち、新たに障害者を雇用した企業

（2023年６月１日時点）の割合 

    直近３か年の実績が前年度目標を下回るため、引き続き前年度と同様の目標値を

設定 

 

【精神障害者雇用トータルサポーター支援実績】 

 ① 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した者のうち、就職に向けた

次の段階へ移行した者の割合 
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直近３か年分の実績の平均値以上と設定 

② 精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段階へ

移行した者のうち、就職した者の割合 

直近３か年の実績が前年度目標を下回るため、前年度と同様と設定 

 

施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針 

１ ハローワークにおける障害者の就職件数 

2023 年４月～９月のハローワークにおける障害者の就職件数は 56,269 件（対前年同

期比 8.8％増）で、コロナ禍以前の 2019年同期（55,213件）を 1.9％上回った。 

 

これは、 

・ 2023年４月～９月の新規求職申込件数は 127,899件（対前年同期比 6.4％増）で、

2019年同期（111,421件）を 14.8％上回る水準となるとともに、 

・ 障害者専用求人数の全数が 127,491 件（対前年同期比 11.6％増）と 2019 年同期

（125,569件）を 1.5％上回る水準に改善したこと 

が背景にあるものと考えられる。 

 

こうした背景に加え、ハローワークにおいては、障害者の雇入れ支援の更なる強化を

図るため、 

・ 障害者雇用率未達成企業がもつ不安・課題等の丁寧な聞き取りや、理解促進のため

の職場実習の受け入れや支援機関の見学等の推進 

・ 求人者・求職者双方に希望条件の緩和を促す等による適格紹介を通じた能動的なマ

ッチング支援 

を実施したこと等により目標を上回ったものと考えている。 

 

引き続き、こうしたきめ細かなマッチング支援に取り組むとともに、障害者の職業

紹介を担当する部門と事業所への指導・支援を担当する部門の連携を強化することで、

企業・障害者への支援状況の相互共有等により、能動的なマッチング機能の強化を図っ

ていく。 
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【参考１】新規求職申込件数、障害者専用求人、就職件数の年度比較（各年度４月～

９月計） 

 

 

 

 

【参考２】産業別障害者専用求人数（各年度４月～９月計） 
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【参考３】職種別障害者専用求人数（各年度４月～９月計） 

 

※職種別専用求人数については、1000 件以上ある職種を集計。 
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【参考４】2023年４月～９月のハローワークにおける障害の種類別・部位別の新規求

職申込件数・就職件数・就職率について 

   新規求職申込件数

（①） 

就職件数（②） 就職率（②／①） 

   （件） 前年同期

比（％） 

（件） 前年同期

比（％） 

（％） 前年同期

差（pt） 

障害者計   127,899 6.4 56,269 8.8 44.0% 0.9 

身体障害者計  30,788 2.4 11,663 6.4 37.9% 1.4 

 視覚障害  2,244 9.2 842 9.1 37.5% ▲ 0.0 

 聴覚・言語障害 4,133 4.9 1,686 3.8 40.8% ▲ 0.4 

 肢体不自由 14,599 ▲ 0.5 5,825 5.0 39.9% 2.1 

  上 肢 5,582 1.6 2,253 5.4 40.4% 1.5 

  下 肢 7,456 ▲ 3.4 3,024 5.7 40.6% 3.5 

  体 幹 1,303 3.9 480 2.8 36.8% ▲ 0.4 

  脳病変

（※） 

258 25.2 68 ▲ 16.0 26.4% ▲ 13.0 

 内部障害  9,390 3.6 3,218 9.6 34.3% 1.9 

知的障害者  20,993 4.1 11,437 9.1 54.5% 2.5 

精神障害者  68,528 13.2 30,671 15.7 44.8% 1.0 

その他の障害者  7,590 ▲ 19.2 2,498 ▲ 33.8 32.9% ▲ 7.3 

  ※「脳病変」とは、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を指す。 

   ※「その他の障害者」とは、障害者手帳を所持する身体障害者・知的障害者・精神障害者以外の 

障害者をいい、具体的には、障害者手帳を所持しない発達障害者、難病疾患、高次脳機能障害者 

など。対前年度差（比）減は、ハローワークシステム刷新等の影響により、令和４年度において 

障害者手帳所持者が一部計上されていた影響がある。 

 

 

【参考５】ハローワークにおける一般職業紹介等状況 

  2023 年４月～9 月 対 2022 年４～９月比 対 2019 年４～９月比 

就職件数（件） 604,833  ▲ 1.7 ▲ 21.7 

新規求職申込件数（件） 2,323,150  ▲ 2.1 ▲ 4.6 

新規求人数（人） 5,087,736  ▲ 0.7 ▲ 9.8 

 

 

 

 

 



 

7 

 

２ 障害者雇用率関係 

2023 年６月１日現在の障害者の雇用率達成企業割合は 50.1％であり、2022 年度目標

（49.8％以上）を上回っており、民間企業における障害者の雇用状況については、障害

者雇用数が 20年連続で過去最高を更新するなど、着実に進展している。 

 

その主な背景及び要因としては、令和８年７月に向けて段階的に法定雇用率が 2.7％

に引き上げられることも受けて企業の障害者採用への意欲は引き続き旺盛であると考

えられる。あわせてハローワークにおいても、対面での働きかけができない時期におい

ても、それに限らず電話等により雇用率未達成企業に対して接触し、的確な指導等を行

ったことから、実雇用率が初めて法定雇用率（2.3％）を超え、2.33％に上昇するととも

に、達成企業割合も全ての企業規模において上昇したものと考えている。 

 

また、障害者雇用ゼロ企業（2022年６月１日時点）32,342社から 2023年６月１日時

点で報告対象外となった企業 3,452 社を除いた 28,890 社のうち、新たに障害者を雇用

した企業は 4,102 社（前年差＋113 社）と増加した一方で、前年から引き続きゼロ企業

となった企業は 24,788社（前年差－362社）と減少した。これにより、ゼロ企業脱却割

合は前年から 0.5ポイント上昇し 14.2％となったものの、2022年度目標（15.2％以上）

を下回った。 

 

脱却割合が上昇しながらも目標達成までには至らなかった主な要因としては、ゼロ企

業を含む雇用率未達成企業に関しては、実際に事業所訪問を行い、対面での意識啓発や

支援を行うことが特に重要であると考えられるところ、依然として感染防止を理由とし

たハローワークによる訪問申出の拒否やテレワーク勤務による企業担当者の不在等に

より、障害者雇用ゼロ企業に対し、事業所訪問による機会を捉えた雇用指導を十分実施

できない例が一部みられたことが考えられる。 

 

そのため、ハローワークにおいて、 

・ 全ての雇用率未達成企業に対して必ず接触を図ることとし、可能な限り事業所 

訪問を行い、障害者雇用に対する理解を促すとともに、各企業における障害者雇用

の取組における課題を明らかにして、的確な指導等を行うこと、 

・ 雇用率未達成企業等における障害者雇用を促進するため、障害者の希望やニーズ

を踏まえた求人開拓や求人票に関する助言等の取組を一層強化すること、 

・ 特に障害者雇用ゼロ企業については、優先順位を設定した上で積極的な事業所訪

問を行い、ニーズに応じた支援を実施すること、 

・ ゼロ企業の多くを占める 100 人未満規模の企業については、採用の準備段階か

ら採用後の定着支援までを一貫して支援する「企業向けチーム支援」を実施するこ

と、 

といった取組を着実に実施していく。 
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また、障害者雇用経験のある企業が障害者雇用ゼロ企業に転じること を避けるべ

く、関係機関等とも連携した定着支援を積極的に実施していく。 

 

加えて、今後予定される法定雇用率の引上げや除外率引下げにより、法定雇用率が未

達成となることが見込まれる事業主に対して早期の働きかけを引き続き行っていく。 

 

 

３ 精神障害者雇用トータルサポーター支援実績 

2023 年４月～12 月までの精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了した

者（5,845人）のうち、就職に向けた次の段階へ移行した者（4,997人）の割合は 85.5％

となっており、2023年度目標（78.8％）を上回って推移している。 

 

また、精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援を終了し、就職に向けた次の段

階へ移行した者（4,997 人）のうち、就職した者（4,331 人）の割合は 86.7％となって

おり、同様に 2023年度目標（84.3％）を上回って推移している。 

 

これらの主な要因としては、コロナ禍で制限されていた事業所見学や職場実習が実施

できるようになり、それらを通じて、求職者の就職意欲の維持向上や、自己理解の促進

等が進んだことが考えられる。 

 

引き続き、求職者に対して、担当者制によるきめ細かな職業相談を実施するとともに、

事業主に対して、障害特性の理解の促進や雇用管理のノウハウの提供、各種支援メニュ

ーの活用の提案を行うなど、マッチングの促進に向けた支援を実施していく。 

 

なお、全体として目標は上回ったものの、各労働局の状況を個別に見ると、実績が目

標を下回っている労働局もあり、実績が低調な労働局においては、職場実習等の支援実

績が低調な場合が多かった。 

 

このため、事業所見学、職場実習、同行紹介等、事業所への働きかけを行っていない

場合は、積極的にこれらを取り入れていくこととする。また、精神障害者雇用トータル

サポーター等を対象とした研修を実施して、ナビゲーションブックや就労パスポート等

の支援ツールの更なる活用を図り、障害特性や配慮事項等を整理して事業主に丁寧に伝

える等の取組を着実に実施していく。 

 

 



 

労働政策審議会障害者雇用分科会 委員名簿 

令和５年 12 月 27 日現在 

（公益代表） 

大井
お お い

 方子
ま さ こ

 高知県立大学文化学部教授 

影山
かげやま

 摩子
ま こ

弥
や

 横浜市立大学都市社会文化研究科教授 

倉知
く ら ち

 延章
のぶあき

 九州産業大学人間科学部教授 

  田中
た な か

 克
かつ

俊
とし

 北里大学大学院医療系研究科教授 

◎ 山川
やまかわ

 隆一
りゅういち

 明治大学法学部教授 

○ 渡邊
わたなべ

 絹子
き ぬ こ

 筑波大学ビジネスサイエンス系准教授 

（労働者代表） 

内田
う ち だ

 文子
ふ み こ

 全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会中央執行委員 

亀田
か め だ

 隆
たか

仁
ひと

    サービス・ツーリズム産業労働組合連合会副会長 

藤川
ふじかわ

 大輔
だいすけ

 全日本自動車産業労働組合総連合会副事務局長 

冨高
とみたか

 裕子
ゆ う こ

 日本労働組合総連合会総合政策推進局長 

門
もん

﨑
ざき

 正樹
ま さ き

 全日本自治団体労働組合社会福祉局長 

（使用者代表） 

清田
き よ た

 素
もと

弘
ひろ

 日本商工会議所産業政策第二部課長 

鈴木
す ず き

 淑子
よ し こ

 富士通株式会社 Employee Success本部人材採用センターマネージャー 

新田
に っ た

 秀司
ひ で し

 （一社）日本経済団体連合会労働政策本部長 

松永
まつなが

  恭
やす

興
おき

 (株)日立製作所人財統括本部人財業務本部長兼人事勤労本部エンプロイーリレーション部長  

山口
やまぐち

 高広
たかひろ

 愛知県中小企業団体中央会会長、株式会社アトラスジャパン代表取締役社長  

（障害者代表） 

大谷
おおたに

 喜
よし

博
ひろ

 全国手をつなぐ育成会連合会副会長 

岡本
おかもと

 敏
とし

美
み

 （社福）日本身体障害者団体連合会副会長 

新銀
しんぎん

 輝子
て る こ

  (公社)全国精神保健福祉会連合会理事 

田中
た な か

 伸明
のぶあき

  (社福)日本視覚障害者団体連合 評議員 

 

（分科会長＝◎、分科会長代理＝○）                      （五十音順、敬称略） 

労働政策審議会障害者雇用分科会 
第 130 回(R5.12.27) 参考資料１ 



2023年4月から6月まで 2023年7月から9月まで 2023年10月から12月まで

ハローワークにおける
障害者の就職件数 103,163件以上 56,269件 31,946件 24323件

【障害者雇用率関係】（※１）
　①障害者の雇用率達成
　　企業割合

　　　①46.6%以上

【障害者雇用率関係】（※１）
　②障害者雇用ゼロ企業の
　　うち、新たに障害者を雇用
　　した企業の割合

      ②15.2％以上（※2）

【精神障害者雇用トータルサ
ポーター支援実績】
　①精神障害者雇用トータル
　　サポーターの相談支援を
　　終了した者のうち、就職に
　　向けた次の段階へ
　　移行した者の割合

　　　①78.8％以上 85.5% 86.0% 84.9%

【精神障害者雇用トータルサ
ポーター支援実績】
　②精神障害者雇用トータル
　　サポーターの相談支援を
　　終了し、就職に向けた
　　次の段階へ移行した者の
　　うち、就職した者の割合

　　　②84.3％以上 86.7% 87.0% 86.3%

※２　2023年度の目標は、2023年６月１日時点における障害者雇用ゼロ企業のうち、2024年６月１日時点において新たに障害者を雇用した企業の割合。

年度目標項目 2023年度の年度目標
2023年4月から9月
までの実績の合計

※１　 障害者雇用率関係の指標は、翌年6月1日時点の障害者雇用状況報告の結果によるため、この表においては記載しない。

参考資料２
障害者雇用分科会における2023年度の年度目標に対する四半期毎の実績について

2024年1月から3月まで

精神障害者雇用トータル
サポーター支援状況報告

精神障害者雇用トータル
サポーター支援状況報告

障害者雇用状況報告

障害者雇用状況報告

職業安定業務統計

データの出所

労働政策審議会障害者雇用分科会

第130回(R5.12.27)
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令和５年 障害者雇用状況の集計結果 
 

厚生労働省では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和５年の「障害者

雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、

民間企業の場合は 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、  

精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を

求め、それを集計したものです。 
 

【集計結果の主なポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press Release 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

令和５年 12 月 22 日 

【照会先】 

職業安定局 

障害者雇用対策課 

課 長    西澤 栄晃 

主任障害者雇用専門官  榧野 一美 

課  長  補  佐  大槻 一郎 

（代表電話）03-5253-1111 (内線)5829、5868 

（直通電話）03-3502-6775 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.3％） 

○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 

  ・雇用障害者数は 64 万 2,178.0 人、 

対前年差２万 8,220.0 人増加、対前年比 4.6％増加、 

・実雇用率 2.33％、対前年比 0.08 ポイント上昇 

○法定雇用率達成企業の割合は 50.1％、対前年比 1.8 ポイント上昇 

 

＜公的機関＞（同 2.6％、都道府県などの教育委員会は 2.5％）※（ ）は前年の値 

○雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。 

・ 国  ：雇用障害者数 9,940.0 人（9,703.0 人）、 

実雇用率 2.92％（2.85％） 

・都 道 府 県：雇用障害者数 １万 627.5 人（1万 409.0 人）、 

実雇用率 2.96％（2.86％） 

・市 町 村：雇用障害者数 ３万 5,611.5 人（3万 4,535.5 人）、 

実雇用率 2.63％（2.57％） 

・教育委員会：雇用障害者数 １万 6,999.0 人（1万 6,501.0 人）、 

実雇用率 2.34％（2.27％） 

 

＜独立行政法人など＞（同 2.6％）※（ ）は前年の値 

○雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。 

・雇用障害者数１万 2,879.5 人（1万 2,420.5 人）、実雇用率 2.76％（2.72％） 
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テキスト ボックス
労働政策審議会障害者雇用分科会
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第130回(R5.12.27)
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・ 民間企業（43.5人以上規模の企業：法定雇用率2.3％）に雇用されている障害者

の数は642,178.0人で、前年より28,220.0人増加（対前年比4.6％増）し、20年連

続で過去最高となった。 

 

・ 雇用者のうち、身体障害者は360,157.5人（対前年比0.7％増）、知的障害者は

151,722.5人（同3.6％増）、精神障害者は130,298.0人（同18.7％増）と、いずれ

も前年より増加し、特に精神障害者の伸び率が大きかった。 

 
・ 実雇用率は、12年連続で過去最高の2.33％（前年は2.25％）、法定雇用率達成

企業の割合は50.1％（同48.3％）であった。 

〔総括表１、グラフ(1)、詳細表１(1)・(4)〕 
 
○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、43.5～100人未満規模企業

で70,302.5人（前年は66,001.0人）、100～300人未満で122,195.0人（同117,790.

0人）、300～500人未満で54,084.5人（同52,239.5人）、500～1,000人未満で73,

435.5人（同69,375.5人）、1,000人以上で322,160.5人（同308,552.0人）と、全

ての企業規模で前年より増加した。 

 
・ 実雇用率は、43.5～100人未満で1.95％（前年は1.84％）、100～300人未満で2.

15％（同2.08％)、300～500人未満で2.18％（同2.11％)、500～1,000人未満で2.

36％（同2.26％)、1,000人以上で2.55％（同2.48％）と、全ての企業規模で前年

より増加した。 

  なお、500～1,000人未満、1,000人以上規模企業が法定雇用率を上回っている。 
 
・ 法定雇用率達成企業の割合は、43.5～100人未満が47.2％（前年は45.8％）、1

00～300人未満が53.3％（同51.7％）、300～500人未満が46.9％（同43.9％）、5

00～1,000人未満が52.4％（同47.2％）、1,000人以上が67.5％（同62.1％）とな

り、全ての企業規模で前年より増加した。 

〔グラフ(2)・(3)、詳細表１(2)〕 

○ 産業別の状況 

・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」「鉱業、採

石業、砂利採取業」「金融業、保険業」以外の全ての業種で前年よりも増加した。 

・ 産業別の実雇用率では、「医療,福祉」(3.09％)、「生活関連サービス業,娯楽

業」（2.46％）、「電気・ガス・熱供給・水道業」（2.41％）、「運輸業，郵便

業」（2.39％）、「農、林、漁業」（2.38％）、「製造業」（2.32％）が法定雇

用率を上回っている。 

〔グラフ(4)・(5)、詳細表１(3)〕 

 

１ 民間企業における雇用状況 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 
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○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・ 令和５年の法定雇用率未達成企業は53,963社。そのうち、不足数が0.5人また

は１人である企業（１人不足企業）が、66.7％と過半数を占めている。 

・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）は31,643社であり、

未達成企業に占める割合は、58.6％となっている。 

           〔詳細表１(5)〕 
 

○ 特例子会社の状況 

・ 令和５年６月１日現在で特例子会社（※）の認定を受けている企業は598社（前

年より19社増）で、雇用されている障害者の数は、46,848.0人(前年は43,857.0人)

であった。 

・ 雇用者のうち、身体障害者は12,134.0人（同11,835.5人）、知的障害者は24,0

62.0人（同22,941.0人）、精神障害者は10,652.0人（同9,080.5人）であった。 
 

※親会社の実雇用率に算入できる、障害者の雇用に特別の配慮をした子会社 

〔詳細表１(7)〕 

 
 

 

(1) 国の機関（法定雇用率2.6％） 

国の機関に在職している障害者の数は9,940.0人で、前年より2.4％、237.0人増

加しており、実雇用率は2.92％と、前年に比べ0.07ポイント上昇した。 

国の機関は44機関全てにおいて達成。 

〔総括表２(1)、詳細表２(1)、４(1)〕 

 

(2) 都道府県の機関（法定雇用率2.6％） 

都道府県の機関に在職している障害者の数は10,627.5人で、前年より2.1％、218.

5人増加しており、実雇用率は2.96％と、前年に比べ0.1ポイント上昇した。 

知事部局は47機関全てにおいて達成、知事部局以外は116機関中105機関が達成。 

 

〔総括表２(2)、詳細表２(2)、４(2)・(3)〕 

 

(3) 市町村の機関（法定雇用率2.6％） 

市町村の機関に在職している障害者の数は35,611.5人で、前年より3.1％、1,07

6.0人増加しており、実雇用率は2.63％と、前年に比べ0.06ポイント上昇した。 

2,460機関中1,910機関が達成。 

〔総括表２(3)、詳細表２(3)〕 

 

 

(4) 都道府県等の教育委員会（法定雇用率2.5％） 

都道府県等の教育委員会に在職している障害者の数は16,999.0人で、前年より 

  3.0％、498.0人増加しており、実雇用率は2.34％（都道府県教育委員会は2.34％、

市町村教育委員会は2.35％）と、前年に比べ0.07ポイント上昇した。 

都道府県教育委員会は47機関中31機関が達成、市町村教育委員会は48機関中33機

２ 公的機関における在職状況 
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関が達成。 

〔総括表２(4)、詳細表２(4)、４(4)〕 

 

 

 

独立行政法人等（法定雇用率2.6％）に雇用されている障害者の数は12,879.5人で、

前年より3.7％、459.0人増加しており、実雇用率は2.76％と、前年に比べ0.04ポイン

ト上昇した。 

独立行政法人等（国立大学法人等を除く）は93法人中80法人が達成、国立大学法

人等は86法人中77法人が達成、地方独立行政法人等は190法人中151法人が達成。 

 

〔総括表３、詳細表３、４(5)〕 

３ 独立行政法人等における雇用状況 
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１　民間企業における雇用状況（法定雇用率２．３％）

27,523,661.0 人 642,178.0 人 2.33 % 54,239 / 108,202 50.1 %

[ 534,788 人]

( 27,281,606.5 人 ) ( 613,958.0 人) ( 2.25 % ) ( 52,007 / 107,691 ) ( 48.3 % )

※［　］内は実人員。以下同じ。

２　国、地方公共団体における在職状況

(1) 国の機関(法定雇用率２．６％)

340,707.5 人 9,940.0 人 2.92 % 44 / 44 100.0 %

[ 8,388 人]

( 340,474.5 人 ) ( 9,703.0 人) ( 2.85 % ) ( 44 / 44 ) ( 100.0 % )

311,259.0 人 9,121.5 人 2.93 % 38 / 38 100.0 %

[ 7,756 人]

( 310,892.5 人 ) ( 8,891.5 人) ( 2.86 % ) ( 38 / 38 ) ( 100.0 % )

4,011.0 人 115.0 人 2.87 % 5 / 5 100.0 %

[ 93 人]

( 4,004.0 人 ) ( 116.5 人) ( 2.91 % ) ( 5 / 5 ) ( 100.0 % )

25,437.5 人 703.5 人 2.77 % 1 / 1 100.0 %

[ 539 人]

( 25,578.0 人 ) ( 695.0 人) ( 2.72 % ) ( 1 / 1 ) ( 100.0 % )

(2) 都道府県の機関（法定雇用率２．６％）

359,503.0 人 10,627.5 人 2.96 % 152 / 163 93.3 %

[ 8,319 人]

( 363,592.0 人 ) ( 10,409.0 人) ( 2.86 % ) ( 153 / 164 ) ( 93.3 % )

279,375.0 人 8,267.5 人 2.96 % 47 / 47 100.0 %

[ 6,372 人]

( 283,858.5 人 ) ( 8,122.0 人) ( 2.86 % ) ( 46 / 47 ) ( 97.9 % )

80,128.0 人 2,360.0 人 2.95 % 105 / 116 90.5 %

[ 1,947 人]

( 79,733.5 人 ) ( 2,287.0 人) ( 2.87 % ) ( 107 / 117 ) ( 91.5 % )

※その他の都道府県機関のうち未達成であった機関のうちの３機関は、令和５年12月１日までに達成済み。

その他の
都道府県

機関

都道府県
知事部局

行政機関

立法機関

司法機関

計

※司法機関については、最高裁判所からの高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所分を一括した通報によるもの。

令和５年６月１日現在における障害者の雇用状況

総括表

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数

②　障害者の数

⑤達成割合③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数

⑤　達成割合

民間企業

計

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

⑤　達成割合③　実雇用率②　障害者の数 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数
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(3) 市町村の機関（法定雇用率２．６％）

1,353,753.5 人 35,611.5 人 2.63 % 1,910 / 2,460 77.6 %

[ 27,896 人]

( 1,341,687.5 人 ) ( 34,535.5 人) ( 2.57 % ) ( 1,846 / 2,462 ) ( 75.0 % )

(4) 都道府県等の教育委員会（法定雇用率２．５％）

726,615.5 人 16,999.0 人 2.34 % 64 / 95 67.4 %

[ 13,317 人]

( 726,284.5 人 ) ( 16,501.0 人) ( 2.27 % ) ( 58 / 95 ) ( 61.1 % )

638,830.0 人 14,936.0 人 2.34 % 31 / 47 66.0 %

[ 11,648 人]

( 638,879.0 人 ) ( 14,463.0 人) ( 2.26 % ) ( 26 / 47 ) ( 55.3 % )

87,785.5 人 2,063.0 人 2.35 % 33 / 48 68.8 %

[ 1,669 人]

( 87,405.5 人 ) ( 2,038.0 人) ( 2.33 % ) ( 32 / 48 ) ( 66.7 % )

　

３　独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率２．６％）

467,326.5 人 12,879.5 人 2.76 % 308 / 369 83.5 %

[ 10,125 人]

( 455,960.5 人 ) ( 12,420.5 人) ( 2.72 % ) ( 292 / 365 ) ( 80.0 % )

218,020.5 人 6,294.5 人 2.89 % 80 / 93 86.0 %

[ 5,008 人]

( 217,650.0 人 ) ( 6,108.5 人) ( 2.81 % ) ( 78 / 91 ) ( 85.7 % )

149,826.0 人 4,096.5 人 2.73 % 77 / 86 89.5 %

国立大学法人等 [ 3,113 人]

( 149,209.0 人 ) ( 4,026.5 人) ( 2.70 % ) ( 70 / 86 ) ( 81.4 % )

99,480.0 人 2,488.5 人 2.50 % 151 / 190 79.5 %

[ 2,004 人]

( 89,101.5 人 ) ( 2,285.5 人) ( 2.57 % ) ( 144 / 188 ) ( 76.6 % )

注　１

２

３

４
５

６

７

市町村の機関

※市町村の機関のうち未達成であった機関のうちの117機関は、令和５年12月１日までに達成済み。

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外
の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを
行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を
0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントしている。また、令和４年において
は、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人を１カウントと
していた。
①　令和元年６月２日以降に採用された者であること
②　令和元年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

計

都道府県
教育委員会

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

②　障害者の数

　特例承認・特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動す
る。

※都道府県教育委員会のうち未達成であった機関のうちの1機関は、令和５年12月１日までに達成済み。
※市町村教育委員会のうち未達成であった機関のうちの1機関は、令和５年12月１日までに達成済み。

※独立行政法人等（国立大学法人等を除く）のうち未達成であった機関のうちの９機関は、令和５年12月１日までに達成済み。
※国立大学法人等のうち未達成であった機関のうちの７機関は、令和５年12月１日までに達成済み。
※地方独立行政法人等のうち未達成であった機関のうちの17機関は、令和５年12月１日までに達成済み。

②　障害者の数 ③　実雇用率

独立行政法人
等(国立大学
法人等を除く)

　「独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第１号から第８号まで、「地方独立行政
法人等」とは、同令別表第２の第９号及び第10号までの法人を指す。

計

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外
率相当数（対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定め
られた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

⑤　達成割合

　（　）内は、令和４年６月１日現在の数値である。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外
率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数で
ある。

地方独立行政
法人等

市町村
教育委員会

　法定雇用率2.5％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

③　実雇用率

⑤　達成割合

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

⑤　達成割合

③　実雇用率

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数
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注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成17年まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 平成23年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
重度身体障害者である短時間労働者 重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者 重度知的障害者である短時間労働者 

精神障害者
平成18年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 身体障害者である短時間労働者
平成22年まで 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） (身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)

重度身体障害者である短時間労働者 知的障害者である短時間労働者 
重度知的障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
精神障害者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 精神障害者である短時間労働者（※）
精神障害者である短時間労働者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

グラフ

民間企業における障害者の雇用状況

注１：雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、
　　　平成30年から令和２年までは45.5人以上規模、令和３年以降は43.5人以上規模の企業）についての集計である。

※　平成30年から令和４年までは、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者についてのみ、１人分とカウン
　　トしている。
　①　報告年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　報告年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

　　令和５年以降、精神障害者である短時間労働者については、１人分としてカウントしている。

注3：法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年から平成29年までは2.0％、平成30年から令和２年までは2.2％、
　　令和３年以降は2.3％となっている。
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。
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熱
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６
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◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．３％ 

  ○ 民間企業 ……    （43.5人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．６％ 

                   労働者数38.5人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．６％ 

       （38.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．５％ 

       （40.0人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ 精神障害者である短時間労働者については、当分の間、その１人をもって１人分としてカウントさ

れる。 
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◎  障害者雇用率達成指導の流れ 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「障害
者雇入れ計画」 の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

障害者雇用状況報告 

（毎年６月１日の状況） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画作成命令 

（２年計画） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 

 

 

特  別  指  導 

 

 

 

 

企 業 名 の 公 表 

 

 

 

（障害者雇用促進法 第43条第７項） 

 

 

 

 

翌年１月を始期とする ２年間の計画※１を

作成するよう、公共職業安定所長が命令を発

出 

（同法第46条第１項） 

 

計画の実施状況が悪い企業に対し、適正

な実施を勧告 （計画１年目12月） 

（同法第46条第６項） 

 

雇用状況の改善が特に遅れている企業

に対し、公表を前提とした特別指導を実施 

（計画期間終了後に９か月間） 

 

 

 

 

（同法第47条） 

 

 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、  

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

〔指導実績〕 

○  令和４年度の実績※２
 

＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出               244社 

＊障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」               94社 

＊「特別指導」の実施                                55社 

○  障害者雇入れ計画を実施中の企業     528社（令和４年度） 

○  企業名の公表 

平成18年度 ２社、 平成19年度 １社 （再公表）、 平成20年度 ４社、 

平成21年度 ７社（うち１社は再公表）、平成22年度 ６社（うち２社は再公表） 
平成23年度 ３社（うち１社は再公表）、平成24年度 ０社、平成25年度 ０社、 

平成26年度 ８社、平成27年度 ０社、平成28年度 ２社、平成29年度 ０社、 

平成30年度 ０社、令和元年度 ０社、令和２年度 １社、令和３年度 ６社 
令和４年度 ５社（うち３社は再公表） 

 

※１ 平成24年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から ２年間に短縮している。 

※２ 平成30年の障害者不適切計上による公務部門における障害者採用により、影響が生じる可能性があった民間企業への対策として、

令和元年度においては、特例的に「行政措置」の猶予を実施している。 

10



(1
) 

概
況

①
　

概
況

①
④

⑤

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

1
0
8
,
2
0
2

2
7
,
5
2
3
,
6
6
1
.
0

1
2
7
,
3
1
8

1
7
,
5
5
3

3
5
0
,
0
6
1

3
9
,
8
5
6

6
4
2
,
1
7
8
.
0

6
3
,
5
5
7
.
5

2
.
3
3

5
4
,
2
3
9

5
0
.
1

<
29
8,
98
3
>
<

28
,4
30

>
<

1.
09

（
1
0
7
,
6
9
1
)

（
2
7
,
2
8
1
,
6
0
6
.
5
) （

1
2
5
,
4
3
3
) （

1
7
,
9
6
9
) （

3
1
7
,
2
0
1
)
(

5
5
,
8
4
4
)
（

6
1
3
,
9
5
8
.
0
) （

5
8
,
8
5
5
.
0
) （

2
.
2
5
) （

5
2
,
0
0
7
) （

4
8
.
3

)

②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

注
１

注
１ ２

２
３

３
４

４
５

５
６

６
７

７
　

（
　

）
内

は
令

和
４

年
６

月
１

日
現

在
の

数
値

で
あ

る
。

Ｅ
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

（
注

２
）詳

細
表

民
間

企
業

〔
１

（
１

）
①

表
の

注
〕

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
（
注

３
）
（
注

４
）

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

３
）

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

〔
１

（
１

）
②

表
の

注
〕

⑥
③

　
障

害
者

の
数

区
分

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
労

働
者

数
（
注

１
）

企
業

数

②
③

ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

Ｄ
.重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
（
注

３
）

（
注

５
）

Ｆ
．

う
ち

新
規

雇
用

分
（
注

６
）

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

数

Ａ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
（
注

３
）

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
ｅ
欄

及
び

④
f欄

の
計

で
あ

る
。

　
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

」
と

は
、

常
用

労
働

者
総

数
か

ら
除

外
率

相
当

数
（
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
が

就
業

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職
種

が
相

当
の

割
合

を
占

め
る

業
種

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

た
率

を
乗

じ
て

得
た

数
）
を

除
い

た
労

働
者

数
で

あ
る

。

　
F
欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
令

和
４

年
６

月
２

日
か

ら
令

和
５

年
６

月
１

日
ま

で
の

１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

②
③

④
ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

(④
e欄

（
注

５
参

照
）
に

該
当

す
る

者
を

除
く

。
）
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

②
③

ｅ
欄

及
び

④
f欄

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

②
③

の
ａ
ｃ
欄

及
び

④
の

ｃ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
で

あ
り

、
②

③
の

ｂ
ｄ
欄

及
び

④
の

ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

労
働

者
で

あ
る

。

④
e欄

の
労

働
者

と
は

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
す

べ
て

の
短

時
間

労
働

者
で

あ
る

。
た

だ
し

、
令

和
４

年
に

お
い

て
は

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

の
み

と
し

て
い

た
。

　
①

　
令

和
元

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

　
②

　
令

和
元

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

。

②
③

ｆ欄
及

び
④

g欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

、
令

和
４

年
６

月
２

日
か

ら
令

和
５

年
６

月
１

日
ま

で
の

１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

 （
　

）
内

は
令

和
４

年
６

月
１

日
現

在
の

数
値

で
あ

る
。

　
③

Ａ
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
２

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

Ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
を

行
い

、
Ｄ

欄
の

「
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

Ｅ
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
　

た
だ

し
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

で
あ

っ
て

も
、

以
下

の
注

４
に

該
当

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

１
人

分
と

カ
ウ

ン
ト
し

て
い

る
。

　
Ａ

、
Ｃ

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

労
働

者
で

あ
り

、
B

、
D

欄
は

1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

労
働

者
で

あ
る

。

　
C

欄
の

精
神

障
害

者
に

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

す
べ

て
の

短
時

間
労

働
者

を
含

む
。

　
た

だ
し

、
令

和
４

年
に

お
い

て
は

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

の
み

含
む

も
の

と
し

て
い

た
。

　
①

　
令

和
元

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

　
②

　
令

和
元

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

。

　
D

欄
の

令
和

４
年

の
数

値
は

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
の

う
ち

、
注

４
に

該
当

し
な

い
者

を
含

む
。

１
民

間
企

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（
法

定
雇

用
率

2
.3

％
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

民
間

企
業

64
2,

17
8.

0
10

4,
79

4
13

,1
19

12
8,

97
6

16
,9

49
36

0,
15

7.
5

24
,6

64
.5

22
,5

24
4,

43
4

90
,7

87
22

,9
07

15
1,

72
2.

5
13

,5
74

.0
96

,2
22

34
,0

76
34

,0
76

13
0,

29
8.

0
25

,3
19

.0

　
（

61
3,
95
8.
0
）（

10
3,
36
2
）（

13
,3
69

）（
12
8,
90
9
）（

17
,5
31

）（
35

7,
76

7.
5
）（

23
,9
48
.0

）（
22
,0
71

）（
4,
60
0
）（

86
,3
72

）（
22
,6
24

）（
14
6,
42
6
）（

13
,1
89
.0

）
（

85
,3
05

）（
32
,3
04

）
(

16
,6
15

)
（

10
9,
76
4.
5
）（

21
,7
18
.0

）

④
精

神
障

害
者

の
数

g．
う
ち

新
規

雇
用

分
（注

６
）

ｃ.
精

神
障

害
者 （注

４
）

③
知

的
障

害
者

の
数

ｃ．
重

度
以

外
の

知
的

障
害

者
（注

４
）

ｆ．
う

ち
新

規
雇

用
分 （注

６
）

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ＋
ｄ
×

0.
5

（注
２

）（
注

３
）

区
分

① 障
害

者
の

数
（注

１
）

②
身

体
障

害
者

の
数

ｆ．
う
ち

新
規

雇
用

分
（注

６
）

ｅ．
　

計
a×

２
＋

ｂ
＋

ｃ＋
ｄ×

0.
5

（注
２

）（
注

３
）

f．
　

計
ｃ＋

(d
-e

)×
0.

5+
e

（注
３

）

ａ.
重

度
身

体
障

害
者

（注
４
）

ａ.
重

度
知

的
障

害
者

（注
４
）

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （注
４
）

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（注
４

）

b．
　

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（注
４

）

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （注
４
）

ｃ．
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
（注

４
）

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（注
４

）
e.

dの
う

ち
、

（注
５

）に
該

当
す

る
労

働
者

【
参

考
】
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
事

業
所

に
お

け
る

障
害

者
雇

用
状

況

算
定

基
礎

労
働

者
数

重
度

身
体

障
害

者
重

度
身

体
障

害
者

短
時

間
重

度
以

外
身

体
障

害
者

重
度

以
外

身
体

障
害

者
短

時
間

身
体

障
害

者
計

重
度

知
的

障
害

者
重

度
知

的
障

害
者

短
時

間
重

度
以

外
知

的
障

害
者

重
度

以
外

知
的

障
害

者
短

時
間

知
的

障
害

者
計

精
神

障
害

者
精

神
障

害
者

短
時

間
精

神
障

害
者

短
時

間
特

例
該

当
精

神
障

害
者

計
障

害
者

計

Ａ
型

事
業

所
3
5
,
1
0
7
.
0

7
18

1
,
8
8
8

5
5
2

2
,
2
1
7

4
,
9
8
4
.
5

1,
0
5
1

1
,
1
5
1

2
,9
7
0

7
,
5
2
6

9
,
9
8
6
.
0

1
,
9
5
8

1
3
,
2
8
5

1
3
,
2
8
5

1
5
,
2
4
3
.
0

3
0
,
21
3
.
5

　
※

　
就

労
継

続
支

援
Ａ

型
事

業
所

に
該

当
す

る
も

の
と

し
て

報
告

さ
れ

た
1
,3

70
事

業
所

に
つ

い
て

集
計

を
行

っ
た

も
の

。
（
算

定
基

礎
労

働
者

数
、

身
体

障
害

者
計

、
知

的
障

害
者

計
、

精
神

障
害

者
計

、
障

害
者

計
欄

の
算

出
に

あ
た

っ
て

は
、

上
記

１
(1

)①
、

②
と

同
様

の
カ

ウ
ン

ト
に

て
算

出
し

て
い

る
。

）

11



(
2
)
 
企

業
規

模
別

の
雇

用
状

況
①
　
概
況

①
④

⑤
⑥

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％
規
模
計

1
0
8
,
2
0
2

2
7
,
5
2
3
,
6
6
1
.
0

1
2
7
,
3
1
8

1
7
,
5
5
3

3
5
0
,
0
6
1

3
9
,
8
5
6

6
4
2
,
1
7
8
.
0

6
3
,
5
5
7
.
5

2
.
3
3

5
4
,
2
3
9

5
0
.
1

〈
#R
EF
!

〉
〈

28
,4
30

〉
〈

#R
EF
!

〉
（

1
0
7
,
6
9
1
)（

2
7
,
2
8
1
,
6
0
6
.
5
)（

1
2
5
,
4
3
3
)
（

1
7
,
9
6
9
)
（

3
1
7
,
2
0
1
)
（

5
5
,
8
4
4
)
（

6
1
3
,
9
5
8
.
0
)
（

5
8
,
8
5
5
.
0
)
（

2
.
2
5
)
（

5
2
,
0
0
7
)（

4
8
.
3
)

 
 

4
3
.5
～

5
5
,
9
2
9

3
,
6
1
1
,
3
5
3
.
0

1
1
,
1
5
0

3
,
4
4
5

4
0
,
1
2
8

8
,
8
5
9

7
0
,
3
0
2
.
5

8
,
4
8
0
.
5

1
.
9
5

2
6
,
3
7
2

4
7
.
2

 
 

1
0
0
人
未
満
　
　

〈
#R
EF
!

〉
〈

#R
EF
!

〉
 

 
（

5
5
,
6
0
2
)（

3
,
5
9
0
,
4
8
1
.
0
)（

1
0
,
8
2
9
)
（

3
,
5
4
7
)
（

3
4
,
3
4
2
)
（

1
2
,
9
0
8
)
（

6
6
,
0
0
1
.
0
)
（

7
,
7
8
3
.
5
)
（

1
.
8
4
)
（

2
5
,
4
6
0
)（

4
5
.
8
)

 
 

 
 

1
0
0
～

3
6
,
9
2
6

5
,
6
8
5
,
6
1
8
.
5

2
2
,
0
4
3

4
,
7
4
2

6
8
,
4
2
1

9
,
8
9
2

1
2
2
,
1
9
5
.
0

1
3
,
8
8
6
.
0

2
.
1
5

1
9
,
6
8
4

5
3
.
3

 
 

3
0
0
人
未
満

 
 

（
3
6
,
8
2
4
)（

5
,
6
7
6
,
3
8
9
.
5
)（

2
1
,
9
3
5
)
（

4
,
9
3
1
)
（

6
1
,
7
2
9
)
（

1
4
,
5
2
0
)
（

1
1
7
,
7
9
0
.
0
)
（

1
3
,
0
1
8
.
0
)
（

2
.
0
8
)
（

1
9
,
0
5
2
)（

5
1
.
7
)

 
 

 
 

3
0
0
～

7
,
0
2
5

2
,
4
8
1
,
8
0
9
.
5

1
0
,
6
8
9

1
,
6
6
7

2
9
,
3
6
7

3
,
3
4
5

5
4
,
0
8
4
.
5

5
,
4
8
5
.
5

2
.
1
8

3
,
2
9
5

4
6
.
9

5
0
0
人
未
満

〈
#R
EF
!

〉
〈

#R
EF
!

〉
（

7
,
0
1
2
)（

2
,
4
8
0
,
5
9
9
.
5
)（

1
0
,
5
9
1
)
（

1
,
7
5
3
)
（

2
6
,
9
6
3
)
（

4
,
6
8
3
)
（

5
2
,
2
3
9
.
5
)
（

5
,
4
5
0
.
5
)
（

2
.
1
1
)
（

3
,
0
7
9
)（

4
3
.
9
)

5
0
0
～

4
,
8
2
5

3
,
1
1
0
,
4
6
0
.
0

1
4
,
6
0
9

1
,
9
7
5

4
0
,
2
3
0

4
,
0
2
5

7
3
,
4
3
5
.
5

8
,
1
3
6
.
0

2
.
3
6

2
,
5
2
7

5
2
.
4

1
0
0
0
人
未
満

（
4
,
7
7
8
)（

3
,
0
6
8
,
6
5
1
.
0
)（

1
4
,
2
7
9
)
（

1
,
9
4
6
)
（

3
6
,
1
5
0
)
（

5
,
4
4
3
)
（

6
9
,
3
7
5
.
5
)
（

7
,
1
7
0
.
0
)
（

2
.
2
6
)
（

2
,
2
5
7
)（

4
7
.
2
)

1
,0
0
0
人
以
上

3
,
4
9
7

1
2
,
6
3
4
,
4
2
0
.
0

6
8
,
8
2
7

5
,
7
2
4

1
7
1
,
9
1
5

1
3
,
7
3
5

3
2
2
,
1
6
0
.
5

2
7
,
5
6
9
.
5

2
.
5
5

2
,
3
6
1

6
7
.
5

〈
#R
EF
!

〉
〈

#R
EF
!

〉
（

3
,
4
7
5
)（

1
2
,
4
6
5
,
4
8
5
.
5
)（

6
7
,
7
9
9
)
（

5
,
7
9
2
)
（

1
5
8
,
0
1
7
)
（

1
8
,
2
9
0
)
（

3
0
8
,
5
5
2
.
0
)
（

2
5
,
4
3
3
.
0
)
（

2
.
4
8
)
（

2
,
1
5
9
)（

6
2
.
1
)

注
　
１
(1
)①
の
表
と
同
じ

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

注
　
１
(1
)②
表
と
同
じ

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な
る

労
働
者
数
（
注
１
）

③
　
障
害
者
の
数

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇

用
分
（
注
６
）

法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
数

実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
1
0
0

企
業
数

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0
.5

（
注
２
）

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

（
注
３
）
（
注
４
）

Ａ
.重
度
身
体
障
害

者
及
び
重
度
知
的
障

害
者
（
注
３
）

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
３
）
（
注
５
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

規
模
計

64
2,
17
8.

0
10
4,
79

4
13

,1
19

12
8,
97
6

16
,9
49

36
0,
15

7.
5

24
,6
64
.5

22
,5
24

4,
43

4
90

,7
87

22
,9
07

15
1,
72

2.
5

13
,5
74
.0

96
,2
22

34
,0
76

34
,0
76

13
0,
29

8.
0

25
,3
19
.0

（
61
3,
95
8.
0
）
（

10
3,
36
2
）
（

13
,3
69

）
（

12
8,
90
9
）
（

17
,5
31

） （
35
7,
76
7.
5
）

（
23
,9
48
.0

）
（

22
,0
71

）
（

4,
60
0
）
（

86
,3
72

）
（

22
,6
24

）
（

14
6,
42
6.
0
）
（

13
,1
89
.0

）
（

85
,3
05

）
（

32
,3
04

）
(

16
,6
15

)
（

10
9,
76
4.
5
）
（

21
,7
18
.0

）

43
.5
～

70
,3
02
.5

9,
03

8
2,
37
2

15
,0

33
3,
33
4

37
,1
48
.0

2,
11

2
1,
07

3
8,
80
4

5,
52
5

16
,8
63
.5

7,
70
0

8,
59
1

8,
59

1
16
,2
91
.0

10
0人
未
満
　

（
66
,0
01
.0

）
（

8,
81
4
）
（

2,
38
9
）
（

14
,9
64

）
（

3,
39
5
）（

36
,6
78
.5

）
（

2,
01
5
）
（

1,
15
8
）
（

8,
46
9
）
（

5,
15
3
）
（

16
,2
33
.5

）
（

6,
90
5
）
（

8,
36
4

）
(

4,
00
4
)
（

13
,0
89
.0

）

10
0～

12
2,
19
5.

0
18

,6
09

3,
49
9

26
,8

33
4,
43
3

69
,7
66
.5

3,
43

4
1,
24

3
16

,5
35

5,
45
9

27
,3
75
.5

16
,6
99

8,
35
4

8,
35

4
25
,0
53
.0

30
0人
未
満

（
11
7,
79
0.
0
）
（

18
,3
31

）
（

3,
62
8
）
（

26
,6
99

）
（

4,
73
5
）（

69
,3
56
.5

）
（

3,
60
4
）
（

1,
30
3
）
（

15
,9
87

）
（

5,
78
2
）
（

27
,3
89
.0

）
（

14
,8
55

）
（

8,
19
1

）
(

4,
18
8
)
（

21
,0
44
.5

）

30
0～
　

54
,0
84
.5

9,
03

0
1,
25
5

11
,5

34
1,
49
5

31
,5
96
.5

1,
65

9
41

2
7,
38
9

1,
85
0

12
,0
44
.0

8,
00
0

2,
44
4

2,
44

4
10
,4
44
.0

50
0人
未
満

（
52
,2
39
.5

）
（

8,
96
9
）
（

1,
32
9
）
（

11
,5
85

）
（

1,
59
7
）（

31
,6
50
.5

）
（

1,
62
2
）
（

42
4
）
（

6,
94
4
）
（

1,
79
7
）
（

11
,5
10
.5

）
（

7,
05
1
）
（

2,
67
2

）
(

1,
38
3
)
（

9,
07
8.
5
）

50
0～
　

73
,4
35
.5

12
,3
58

1,
49
1

14
,7

46
1,
83
6

41
,8
71
.0

2,
25

1
48

4
9,
54
8

2,
18
9

15
,6
28
.5

11
,7
86

4,
15
0

4,
15

0
15
,9
36
.0

10
00
人
未
満

（
69
,3
75
.5

）
（

12
,1
70

）
（

1,
49
0
）
（

14
,7
14

）
（

1,
81
5
）（

41
,4
51
.5

）
（

2,
10
9
）
（

45
6
）
（

9,
13
2
）
（

2,
18
0
）
（

14
,8
96
.0

）
（

10
,5
09

）
（

3,
24
3

）
(

1,
79
5
)
（

13
,0
28
.0

）

1,
00
0以
上

32
2,
16
0.

5
55

,7
59

4,
50
2

60
,8

30
5,
85
1

17
9,
77

5.
5

13
,0
68

1,
22

2
48

,5
11

7,
88
4

79
,8
11
.0

52
,0
37

10
,5

37
10
,5
37

62
,5
74
.0

（
30
8,
55
2.
0
）
（

55
,0
78

）
（

4,
53
3
）
（

60
,9
47

）
（

5,
98
9
）（

17
8,
63
0.
5
）

（
12
,7
21

）
（

1,
25
9
）
（

45
,8
40

）
（

7,
71
2
）
（

76
,3
97
.0

）
（

45
,9
85

）
（

9,
83
4

）
(

5,
24
5
)
（

53
,5
24
.5

）

④
精
神
障
害
者
の
数
f．
　
計

ｃ＋
(d
-e
)×
0.
5+
e

（注
３
）

ｃ.
精
神
障
害
者

（注
４
）

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分 （注
６
）

b．
　
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

（注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

（注
４
）

ａ.
重
度
知
的
障

害
者

（注
４
）

b．
　
重
度
身
体

障
害
者
で
あ
る

短
時
間
労
働
者

（注
４
）

ｃ．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

（注
４
）

e.
dの
う
ち
、

（注
５
）に
該

当
す
る
職
員

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用

分
（注
６
）

ｄ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

（注
４
）

ａ.
重
度
身
体
障

害
者
（注
４
）

③
知
的
障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇
用

分 （注
６
）

ｅ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ＋
ｄ

×
0.
5

（注
２
）（
注
３
）

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者
（注
４
）

区
分

① 障
害
者
の
数

（注
１
）

②
身
体
障
害
者
の
数

ｅ．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ＋
ｄ

×
0.
5

（注
２
）（
注
３
）

ｃ．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

（注
４
）
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(
3
)
 
産
業
別
の
雇
用
状
況

①
　
概
況

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

産
業
計

1
0
8
,
2
0
2

2
7
,
5
2
3
,
6
6
1
.
0

1
2
7
,
3
1
8

1
7
,
5
5
3

3
5
0
,
0
6
1

3
9
,
8
5
6

6
4
2
,
1
7
8
.
0

6
3
,
5
5
7
.
5

2
.
3
3

5
4
,
2
3
9

5
0
.
1

〈
29
8,
98
3.
0
〉

〈
〉

〈
1.
09

〉

（
1
0
7
,
6
9
1
) （

2
7
,
2
8
1
,
6
0
6
.
5

) （
1
2
5
,
4
3
3
) （

1
7
,
9
6
9
) （

3
1
7
,
2
0
1
) （

5
5
,
8
4
4
)
（

6
1
3
,
9
5
8
.
0
)
（

5
8
,
8
5
5
.
0

)
（

2
.
2
5
)
（

5
2
,
0
0
7
) （

4
8
.
3

)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

農
、
林
、
漁
業

4
1
0

4
3
,
4
4
2
.
5

1
8
1

1
8

6
2
7

5
0

1
,
0
3
2
.
0

9
5
.
0

2
.
3
8

2
4
5

5
9
.
8

〈
35
0.
0
〉

〈
0.
81

〉

（
4
1
1
) （

4
6
,
6
0
0
.
5

) （
1
9
7
) （

2
3
) （

6
4
7
) （

7
6
)
（

1
,
1
0
2
.
0
)
（

9
5
.
0

)
（

2
.
3
6
)
（

2
3
4
) （

5
6
.
9

)

鉱
業
,採
石
業
,

7
5

1
0
,
7
2
8
.
0

4
9

4
1
2
2

1
2
2
4
.
5

1
2
.
5

2
.
0
9

3
7

4
9
.
3

砂
利
採
取
業

（
7
1
) （

1
0
,
6
9
2
.
0

) （
5
0
) （

2
) （

1
2
8
) （

6
9
)
（

2
6
4
.
5
)
（

2
6
.
5

)
（

2
.
4
7
)
（

3
6
) （

5
0
.
7

)

建
設
業

4
,
8
3
0

8
5
8
,
4
3
2
.
0

4
,
5
5
3

2
3
4

8
,
5
2
0

2
4
2

1
7
,
9
8
1
.
0

1
,
3
8
2
.
0

2
.
0
9

2
,
4
6
8

5
1
.
1

〈
8,
13
4.
0
〉

〈
0.
95

〉

（
4
,
7
6
2
) （

8
5
3
,
1
8
4
.
5

) （
4
,
4
2
2
) （

2
2
1
) （

8
,
0
7
6
) （

3
7
7
)
（

1
7
,
3
2
9
.
5
)
（

1
,
3
2
5
.
0

)
（

2
.
0
3
)
（

2
,
3
1
5
) （

4
8
.
6

)

製
造
業

2
5
,
5
3
5

7
,
0
4
2
,
7
4
0
.
5

3
7
,
5
1
3

1
,
7
2
0

8
4
,
8
0
0

3
,
0
4
4

1
6
3
,
0
6
8
.
0

1
1
,
1
9
4
.
0

2
.
3
2

1
4
,
5
4
3

5
7
.
0

（
2
5
,
7
0
0
) （

7
,
0
4
7
,
3
8
3
.
5

) （
3
7
,
4
3
0
) （

1
,
7
0
1
) （

8
0
,
9
3
1
) （

4
,
1
1
8
)
（

1
5
9
,
5
5
1
.
0
)
（

1
0
,
8
1
9
.
5

)
（

2
.
2
6
)
（

1
4
,
2
1
9
) （

5
5
.
3

)

2
8
0

2
1
2
,
5
8
2
.
5

1
,
2
9
6

4
2

2
,
4
6
5

2
9

5
,
1
1
3
.
5

2
4
9
.
0

2
.
4
1

1
4
2

5
0
.
7

〈
3,
47
4.
0
〉

〈
1.
63

〉

（
2
9
0
) （

2
1
6
,
1
3
1
.
5

) （
1
,
3
1
8
) （

4
2
) （

2
,
4
0
0
) （

6
1
)
（

5
,
1
0
8
.
5
)
（

2
6
5
.
0

)
（

2
.
3
6
)
（

1
3
3
) （

4
5
.
9

)

情
報
通
信
業

6
,
4
4
3

1
,
7
5
5
,
4
2
3
.
0

7
,
8
7
6

3
0
5

1
7
,
2
4
2

2
8
7

3
3
,
4
4
2
.
5

3
,
8
5
1
.
0

1
.
9
1

1
,
9
2
6

2
9
.
9

（
6
,
3
0
7
) （

1
,
7
2
0
,
4
9
4
.
5

) （
7
,
7
0
5
) （

2
8
5
) （

1
5
,
7
5
0
) （

4
9
7
)
（

3
1
,
6
9
3
.
5
)
（

3
,
7
0
2
.
5

)
（

1
.
8
4
)
（

1
,
7
1
7
) （

2
7
.
2

)

運
輸
業
,郵
便
業

7
,
5
2
1

1
,
5
9
3
,
4
8
7
.
0

7
,
6
2
7

8
3
5

2
1
,
2
7
1

1
,
5
6
6

3
8
,
1
4
3
.
0

3
,
0
3
1
.
0

2
.
3
9

4
,
2
4
2

5
6
.
4

〈
18
,3
86
.0

〉
〈

1.
15

〉

（
7
,
5
5
6
) （

1
,
6
2
2
,
1
6
1
.
0

) （
7
,
6
8
3
) （

8
8
6
) （

2
0
,
3
4
0
) （

2
,
1
2
1
)
（

3
7
,
6
5
2
.
5
)
（

2
,
9
7
8
.
5

)
（

2
.
3
2
)
（

4
,
1
4
1
) （

5
4
.
8

)

卸
売
業
,小
売
業

1
6
,
4
1
4

4
,
3
3
2
,
6
5
1
.
5

1
6
,
2
8
4

2
,
9
5
9

5
5
,
9
2
3

8
,
2
7
7

9
5
,
5
8
8
.
5

9
,
4
7
4
.
0

2
.
2
1

6
,
6
5
4

4
0
.
5

（
1
6
,
4
1
8
) （

4
,
3
2
2
,
5
7
9
.
0

) （
1
5
,
9
6
7
) （

3
,
0
8
7
) （

5
0
,
0
5
0
) （

1
1
,
3
4
7
)
（

9
0
,
7
4
4
.
5
)
（

8
,
6
3
8
.
5

)
（

2
.
1
0
)
（

6
,
3
2
2
) （

3
8
.
5

)

1
,
4
3
6

1
,
1
0
4
,
4
4
9
.
5

6
,
1
5
9

2
6
3

1
2
,
5
3
2

3
2
3

2
5
,
2
7
4
.
5

1
,
9
3
4
.
5

2
.
2
9

5
7
3

3
9
.
9

〈
19
,9
87
.0

〉
〈

1.
81

〉

（
1
,
4
4
6
) （

1
,
1
3
0
,
6
0
4
.
0

) （
6
,
3
2
9
) （

2
6
6
) （

1
2
,
2
8
2
) （

3
8
8
)
（

2
5
,
4
0
0
.
0
)
（

1
,
7
9
9
.
0

)
（

2
.
2
5
)
（

5
8
7
) （

4
0
.
6
)

不
動
産
業
,

2
,
1
1
3

5
1
4
,
0
8
9
.
0

2
,
0
2
5

2
4
7

5
,
5
6
8

4
5
7

1
0
,
0
9
3
.
5

1
,
1
6
8
.
0

1
.
9
6

8
0
0

3
7
.
9

物
品
賃
貸
業

（
2
,
0
6
8
) （

4
9
1
,
7
4
3
.
5

) （
1
,
9
3
0
) （

2
3
7
) （

4
,
9
7
1
) （

5
4
9
)
（

9
,
3
4
2
.
5
)
（

9
3
6
.
5

)
（

1
.
9
0
)
（

7
3
1
) （

3
5
.
3
)

3
,
8
1
3

1
,
3
3
0
,
7
1
3
.
0

5
,
8
5
3

6
1
8

1
6
,
1
6
7

1
,
5
2
2

2
9
,
2
5
2
.
0

3
,
0
6
4
.
0

2
.
2
0

1
,
3
4
1

3
5
.
2

〈
19
,9
87
.0

〉
〈

1.
50

〉

（
3
,
5
9
6
) （

1
,
2
6
2
,
2
8
6
.
5

) （
5
,
4
4
9
) （

6
7
2
) （

1
4
,
4
4
9
) （

2
,
1
2
8
)
（

2
7
,
0
8
3
.
0
)
（

2
,
9
5
8
.
5

)
（

2
.
1
5
)
（

1
,
2
5
4
) （

3
4
.
9

)

3
,
1
5
1

7
7
1
,
8
0
5
.
5

2
,
6
8
9

9
3
4

9
,
5
8
6

2
,
6
4
0

1
7
,
2
1
8
.
0

1
,
9
4
1
.
0

2
.
2
3

1
,
5
3
9

4
8
.
8

（
3
,
1
5
7
) （

7
6
8
,
0
4
1
.
0

) （
2
,
6
3
7
) （

9
8
6
) （

8
,
5
1
8
) （

3
,
3
0
9
)
（

1
6
,
4
3
2
.
5
)
（

1
,
6
4
1
.
0

)
（

2
.
1
4
)
（

1
,
4
5
0
) （

4
5
.
9

)

2
,
9
3
7

4
8
6
,
0
2
3
.
0

2
,
0
8
8

5
0
8

6
,
7
6
0

1
,
0
3
8

1
1
,
9
6
3
.
0

1
,
2
0
7
.
0

2
.
4
6

1
,
3
4
2

4
5
.
7

〈
19
,9
87
.0

〉
〈

4.
11

〉

（
2
,
9
7
9
) （

4
9
0
,
4
3
5
.
5

) （
2
,
1
5
9
) （

4
7
9
) （

6
,
1
2
0
) （

1
,
4
7
7
)
（

1
1
,
6
5
5
.
5
)
（

9
2
7
.
5

)
（

2
.
3
8
)
（

1
,
2
9
3
) （

4
3
.
4

)

2
,
3
8
1

5
2
4
,
1
5
2
.
5

2
,
1
2
9

2
5
1

4
,
7
7
8

3
6
8

9
,
4
7
1
.
0

1
,
0
3
2
.
5

1
.
8
1

8
7
5

3
6
.
7

（
2
,
3
6
9
) （

5
2
1
,
3
8
7
.
0

) （
2
,
1
4
9
) （

2
6
5
) （

4
,
4
6
6
) （

5
1
5
)
（

9
,
2
8
6
.
5
)
（

9
9
4
.
0

)
（

1
.
7
8
)
（

8
5
9
) （

3
6
.
3

)

医
療
,福
祉

1
8
,
6
8
8

3
,
1
7
3
,
1
3
8
.
5

1
4
,
2
3
1

5
,
9
3
9

5
6
,
1
0
2

1
4
,
8
9
7

9
7
,
9
5
1
.
5

1
3
,
5
5
1
.
0

3
.
0
9

1
1
,
6
1
2

6
2
.
1

〈
25
,8
92
.0

〉
〈

0.
82

〉

（
1
8
,
5
2
5
) （

3
,
1
3
9
,
3
5
0
.
0

) （
1
3
,
8
5
8
) （

6
,
0
4
9
) （

4
5
,
8
0
2
) （

2
2
,
0
4
8
)
（

9
0
,
5
9
1
.
0
)
（

1
2
,
4
7
3
.
5

)
（

2
.
8
9
)
（

1
1
,
1
2
9
) （

6
0
.
1

)

8
8
3

2
8
8
,
9
9
1
.
0

1
,
3
7
6

1
6
2

3
,
3
7
2

3
2
1

6
,
4
4
6
.
5

4
9
5
.
5

2
.
2
3

4
1
3

4
6
.
8

（
8
8
6
) （

2
8
9
,
7
5
7
.
5

) （
1
,
3
5
0
) （

1
8
3
) （

3
,
0
8
1
) （

4
1
0
)
（

6
,
1
6
9
.
0
)
（

4
0
8
.
0

)
（

2
.
1
3
)
（

3
7
2
) （

4
2
.
0

)

サ
ー
ビ
ス
業

1
1
,
2
9
2

3
,
4
8
0
,
8
1
2
.
0

1
5
,
3
8
9

2
,
5
1
4

4
4
,
2
2
6

4
,
7
9
4

7
9
,
9
1
5
.
0

9
,
8
7
5
.
5

2
.
3
0

5
,
4
8
7

4
8
.
6

（
1
1
,
1
5
0
) （

3
,
3
4
8
,
7
7
5
.
0

) （
1
4
,
8
0
0
) （

2
,
5
8
5
) （

3
9
,
1
9
0
) （

6
,
3
5
4
)
（

7
4
,
5
5
2
.
0
)
（

8
,
8
6
6
.
5

)
（

2
.
2
3
)
（

5
,
2
1
5
) （

4
6
.
8

)

注
　
１
(
1
)
①
の
表
と
同
じ

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
３
）
（
注
５
）

③
　
障
害
者
の
数

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

⑤ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
1
0
0

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0
.5

（
注
２
）

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分
（
注
６
）

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神

障
害
者

（
注
３
）
（
注
４
）

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

① 企
業
数

金
融
業
,保
険
業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供

給
・
水
道
業

区
分

教
育
,学
習
支
援
業

② 法
定
雇
用
障
害
者
数
の

算
定
の
基
礎
と
な
る
労
働

者
数
（
注
１
）

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

（
注
３
）

学
術
研
究
,専

門
・
技
術
サ
ー
ビ

ス
業

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業
,娯
楽
業

Ｂ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者
で
あ
る
短

時
間
労
働
者

（
注
３
）

宿
泊
業
,飲
食

サ
ー
ビ
ス
業
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②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

産
業
計

6
4
2
,
1
7
8
.
0

1
0
4
,
7
9
4

1
3
,
1
1
9

1
2
8
,
9
7
6

1
6
,
9
4
9

3
6
0
,
1
5
7
.
5

2
4
,
6
6
4
.
5

2
2
,
5
2
4

4
,
4
3
4

9
0
,
7
8
7

2
2
,
9
0
7

1
5
1
,
7
2
2
.
5

1
3
,
5
7
4
.
0

9
6
,
2
2
2

3
4
,
0
7
6

3
4
,
0
7
6

1
3
0
,
2
9
8
.
0

2
5
,
3
1
9
.
0

（
6
1
3
,
9
5
8
.
0
)

（
1
0
3
,
3
6
2
）

（
1
3
,
3
6
9
）

（
1
2
8
,
9
0
9
）

（
1
7
,
5
3
1
）

（
3
5
7
,
7
6
7
.
5

）
（

2
3
,
9
4
8
.
0

）
（

2
2
,
0
7
1
）

（
4
,
6
0
0
）

（
8
6
,
3
7
2
）

（
2
2
,
6
2
4
）

（
1
4
6
,
4
2
6
.
0

）
（

1
3
,
1
8
9
.
0

）
（

8
5
,
3
0
5
）

（
3
2
,
3
0
4
）

(
1
6
,
6
1
5
)

（
1
0
9
,
7
6
4
.
5
）

（
2
1
,
7
1
8
.
0
）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

農
、
林
、
漁
業

1
,
0
3
2
.
0

1
1
3

1
4

2
4
7

2
4

4
9
9
.
0

6
8

4
2
1
6

2
6

3
6
9
.
0

1
3
4

3
0

3
0

1
6
4
.
0

（
1
,
1
0
2
.
0
)

（
1
2
9
)

（
1
4
)

（
2
6
5
)

（
2
6
)

（
5
5
0
.
0

)
（

6
8
)

（
9
)

（
2
2
4
)

（
2
3
)

（
3
8
0
.
5

)
（

1
4
5
)

（
4
0

)
(

1
3
)

（
1
7
1
.
5
)

2
2
4
.
5

4
7

4
9
1

0
1
8
9
.
0

2
0

1
1

5
.
5

2
7

3
3

3
0
.
0

（
2
6
4
.
5
)

（
4
8
)

（
2
)

（
9
4
)

（
3
)

（
1
9
3
.
5

)
（

2
)

（
0
)

（
7
)

（
5
)

（
1
3
.
5

)
（

2
4
)

（
6
4

)
(

3
)

（
5
7
.
5
)

建
設
業

1
7
,
9
8
1
.
0

4
,
3
5
6

2
1
0

5
,
0
2
1

1
9
0

1
4
,
0
3
8
.
0

1
9
7

2
4

7
2
7

5
2

1
,
1
7
1
.
0

2
,
4
8
4

2
8
8

2
8
8

2
,
7
7
2
.
0

（
1
7
,
3
2
9
.
5
)

（
4
,
2
3
2
)

（
2
0
6
)

（
4
,
9
8
3
)

（
2
0
0
)

（
1
3
,
7
5
3
.
0

)
（

1
9
0
)

（
1
5
)

（
6
6
9
)

（
6
9
)

（
1
,
0
9
8
.
5

)
（

2
,
2
3
8
)

（
2
9
4

)
(

1
8
6
)

（
2
,
4
7
8
.
0
)

製
造
業

1
6
3
,
0
6
8
.
0

3
0
,
7
3
8

1
,
2
9
4

3
5
,
0
8
6

1
,
4
7
3

9
8
,
5
9
2
.
5

6
,
7
7
5

4
2
6

2
6
,
7
8
3

1
,
5
7
1

4
1
,
5
4
4
.
5

2
0
,
8
0
6

2
,
1
2
5

2
,
1
2
5

2
2
,
9
3
1
.
0

（
1
5
9
,
5
5
1
.
0
)

（
3
0
,
6
9
3
)

（
1
,
2
7
3
)

（
3
5
,
5
7
0
)

（
1
,
5
5
6
)

（
9
9
,
0
0
7
.
0

)
（

6
,
7
3
7
)

（
4
2
8
)

（
2
5
,
6
9
2
)

（
1
,
5
7
9
)

（
4
0
,
3
8
3
.
5

)
（

1
8
,
6
5
1
)

（
2
,
0
0
1

)
(

1
,
0
1
8

)
（

2
0
,
1
6
0
.
5
)

5
,
1
1
3
.
5

1
,
1
9
2

3
8

1
,
5
7
1

2
6

4
,
0
0
6
.
0

1
0
4

4
3
3
2

3
5
4
5
.
5

5
3
3

2
9

2
9

5
6
2
.
0

（
5
,
1
0
8
.
5
)

（
1
,
2
2
4
)

（
3
9
)

（
1
,
6
1
1
)

（
3
4
)

（
4
,
1
1
5
.
0

)
（

9
4
)

（
3
)

（
3
0
3
)

（
3
)

（
4
9
5
.
5

)
（

4
6
8
)

（
4
2

)
(

1
8

)
（

4
9
8
.
0
)

情
報
通
信
業

3
3
,
4
4
2
.
5

7
,
3
3
7

2
8
9

6
,
9
4
6

2
1
9

2
2
,
0
1
8
.
5

5
3
9

1
6

1
,
2
2
3

6
8

2
,
3
5
1
.
0

8
,
4
3
3

6
4
0

6
4
0

9
,
0
7
3
.
0

（
3
1
,
6
9
3
.
5
)

（
7
,
1
9
1
)

（
2
7
4
)

（
6
,
9
1
3
)

（
2
1
1
)

（
2
1
,
6
7
4
.
5

)
（

5
1
4
)

（
1
1
)

（
1
,
0
9
2
)

（
5
7
)

（
2
,
1
5
9
.
5

)
（

7
,
3
7
8
)

（
5
9
6

)
(

3
6
7

)
（

7
,
8
5
9
.
5
)

運
輸
業
,郵
便
業

3
8
,
1
4
3
.
0

6
,
5
9
8

6
6
0

1
0
,
1
5
8

8
8
1

2
4
,
4
5
4
.
5

1
,
0
2
9

1
7
5

5
,
3
9
8

6
8
5

7
,
9
7
3
.
5

4
,
6
9
5

1
,
0
2
0

1
,
0
2
0

5
,
7
1
5
.
0

（
3
7
,
6
5
2
.
5
)

（
6
,
6
4
4
)

（
7
2
6
)

（
1
0
,
4
0
2
)

（
9
2
5
)

（
2
4
,
8
7
8
.
5

)
（

1
,
0
3
9
)

（
1
6
0
)

（
5
,
1
8
3
)

（
7
3
4
)

（
7
,
7
8
8
.
0

)
（

4
,
2
3
9
)

（
9
7
8

)
(

5
1
6

)
（

4
,
9
8
6
.
0
)

卸
売
業
,小
売
業

9
5
,
5
8
8
.
5

1
2
,
7
2
5

2
,
2
7
6

1
6
,
0
5
8

3
,
2
1
7

4
5
,
3
9
2
.
5

3
,
5
5
9

6
8
3

1
9
,
3
8
1

5
,
0
6
0

2
9
,
7
1
2
.
0

1
4
,
3
0
2

6
,
1
8
2

6
,
1
8
2

2
0
,
4
8
4
.
0

（
9
0
,
7
4
4
.
5
)

（
1
2
,
5
2
4
)

（
2
,
3
5
7
)

（
1
5
,
9
6
1
)

（
3
,
4
1
8
)

（
4
5
,
0
7
5
.
0

)
（

3
,
4
4
3
)

（
7
3
0
)

（
1
8
,
3
3
2
)

（
5
,
0
3
6
)

（
2
8
,
4
6
6
.
0

)
（

1
2
,
8
0
3
)

（
5
,
8
4
7

)
(

2
,
9
5
4

)
（

1
7
,
2
0
3
.
5
)

2
5
,
2
7
4
.
5

5
,
7
9
1

2
5
4

6
,
8
4
7

2
9
2

1
8
,
8
2
9
.
0

3
6
8

9
1
,
2
9
9

3
1

2
,
0
5
9
.
5

4
,
1
5
8

2
2
8

2
2
8

4
,
3
8
6
.
0

（
2
5
,
4
0
0
.
0
)

（
5
,
9
9
2
)

（
2
5
7
)

（
7
,
1
0
7
)

（
2
7
7
)

（
1
9
,
4
8
6
.
5

)
（

3
3
7
)

（
9
)

（
1
,
2
3
8
)

（
3
2
)

（
1
,
9
3
7
.
0

)
（

3
,
8
0
1
)

（
2
1
5

)
(

1
3
6
)

（
3
,
9
7
6
.
5
)

不
動
産
業
,物
品
賃
貸
業

1
0
,
0
9
3
.
5

1
,
7
8
7

2
1
3

2
,
2
9
9

2
5
5

6
,
2
1
3
.
5

2
3
8

3
4

1
,
0
9
7

2
0
2

1
,
7
0
8
.
0

1
,
7
9
4

3
7
8

3
7
8

2
,
1
7
2
.
0

（
9
,
3
4
2
.
5
)

（
1
,
6
9
2
)

（
2
1
2
)

（
2
,
2
2
0
)

（
2
5
3
)

（
5
,
9
4
2
.
5

)
（

2
3
8
)

（
2
5
)

（
1
,
1
1
8
)

（
1
3
1
)

（
1
,
6
8
4
.
5

)
（

1
,
5
0
1
)

（
2
9
7

)
(

1
3
2

)
（

1
,
7
1
5
.
5
)

2
9
,
2
5
2
.
0

4
,
7
6
1

5
0
3

5
,
4
3
3

5
9
6

1
5
,
7
5
6
.
0

1
,
0
9
2

1
1
5

3
,
8
8
2

9
2
6

6
,
6
4
4
.
0

5
,
6
2
2

1
,
2
3
0

1
,
2
3
0

6
,
8
5
2
.
0

（
2
7
,
0
8
3
.
0
)

（
4
,
5
7
0
)

（
5
4
2
)

（
5
,
3
0
6
)

（
6
5
9
)

（
1
5
,
3
1
7
.
5

)
（

8
7
9
)

（
1
3
0
)

（
3
,
4
7
1
)

（
9
8
8
)

（
5
,
8
5
3
.
0

)
（

4
,
9
5
4
)

（
1
,
1
9
9

)
(

7
1
8
)

（
5
,
9
1
2
.
5
)

宿
泊
業
,飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

1
7
,
2
1
8
.
0

1
,
7
2
4

5
5
4

2
,
3
2
8

8
7
5

6
,
7
6
7
.
5

9
6
5

3
8
0

4
,
0
6
7

1
,
7
6
5

7
,
2
5
9
.
5

1
,
9
4
0

1
,
2
5
1

1
,
2
5
1

3
,
1
9
1
.
0

（
1
6
,
4
3
2
.
5
)

（
1
,
6
8
2
)

（
5
8
3
)

（
2
,
2
9
7
)

（
9
3
7
)

（
6
,
7
1
2
.
5

)
（

9
5
5
)

（
4
0
3
)

（
4
,
0
1
1
)

（
1
,
7
2
4
)

（
7
,
1
8
6
.
0

)
（

1
,
7
2
5
)

（
1
,
1
3
3

)
(

4
8
5

)
（

2
,
5
3
4
.
0
)

1
1
,
9
6
3
.
0

1
,
2
4
1

3
4
5

1
,
7
3
5

4
9
6

4
,
8
1
0
.
0

8
4
7

1
6
3

2
,
8
5
8

5
4
2

4
,
9
8
6
.
0

1
,
4
0
5

7
6
2

7
6
2

2
,
1
6
7
.
0

（
1
1
,
6
5
5
.
5
)

（
1
,
2
4
2
)

（
3
2
9
)

（
1
,
7
4
9
)

（
5
2
0
)

（
4
,
8
2
2
.
0

)
（

9
1
7
)

（
1
5
0
)

（
2
,
7
5
8
)

（
5
9
0
)

（
5
,
0
3
7
.
0

)
（

1
,
2
4
4
)

（
7
3
6

)
(

3
6
9
)

（
1
,
7
9
6
.
5
)

9
,
4
7
1
.
0

1
,
8
8
5

2
1
5

2
,
0
1
9

2
4
8

6
,
1
2
8
.
0

2
4
4

3
6

6
6
5

1
2
0

1
,
2
4
9
.
0

1
,
5
9
6

4
9
8

4
9
8

2
,
0
9
4
.
0

（
9
,
2
8
6
.
5
)

（
1
,
9
0
1
)

（
2
2
7

)
（

2
,
0
3
4
)

（
2
5
3
)

（
6
,
1
8
9
.
5

)
（

2
4
8
)

（
3
8
)

（
6
4
2
)

（
1
1
3
)

（
1
,
2
3
2
.
5

)
（

1
,
4
7
8
)

（
4
6
1

)
(

3
1
2

)
（

1
,
8
6
4
.
5
)

医
療
,福
祉

9
7
,
9
5
1
.
5

1
1
,
3
4
3

4
,
0
2
5

1
5
,
8
7
7

4
,
8
8
3

4
5
,
0
2
9
.
5

2
,
8
8
8

1
,
9
1
4

1
2
,
4
0
1

1
0
,
0
1
4

2
5
,
0
9
8
.
0

1
1
,
8
4
3

1
5
,
9
8
1

1
5
,
9
8
1

2
7
,
8
2
4
.
0

（
9
0
,
5
9
1
.
0
)

（
1
0
,
9
7
0
)

（
4
,
0
4
0
)

（
1
5
,
6
8
1
)

（
4
,
8
4
1
)

（
4
4
,
0
8
1
.
5

)
（

2
,
8
8
8
)

（
2
,
0
0
9
)

（
1
1
,
8
9
2
)

（
9
,
6
8
7
)

（
2
4
,
5
2
0
.
5

)
（

1
0
,
5
1
8
)

（
1
5
,
2
3
1

)
(

7
,
7
1
1
)

（
2
1
,
9
8
9
.
0
)

6
,
4
4
6
.
5

1
,
1
0
8

1
0
3

1
,
5
4
4

1
3
9

3
,
9
3
2
.
5

2
6
8

5
9

8
0
9

1
8
2

1
,
4
9
5
.
0

8
0
2

2
1
7

2
1
7

1
,
0
1
9
.
0

（
6
,
1
6
9
.
0
)

（
1
,
0
9
6
)

（
1
2
7

)
（

1
,
5
2
9

)
（

1
3
4

)
（

3
,
9
1
5
.
0

)
（

2
5
4
)

（
5
6
)

（
7
5
6
)

（
1
7
1
)

（
1
,
4
0
5
.
5

)
（

6
9
9
)

（
2
0
2

)
(

9
7

)
（

8
4
8
.
5
)

サ
ー
ビ
ス
業

7
9
,
9
1
5
.
0

1
2
,
0
4
8

2
,
1
2
2

1
5
,
7
1
6

3
,
1
3
5

4
3
,
5
0
1
.
5

3
,
3
4
1

3
9
2

9
,
6
4
8

1
,
6
5
9

1
7
,
5
5
1
.
5

1
5
,
6
4
8

3
,
2
1
4

3
,
2
1
4

1
8
,
8
6
2
.
0

（
7
4
,
5
5
2
.
0
)

（
1
1
,
5
3
2
)

（
2
,
1
6
1
)

（
1
5
,
1
8
7
)

（
3
,
2
8
4
)

（
4
2
,
0
5
4
.
0

)
（

3
,
2
6
8
)

（
4
2
4
)

（
8
,
9
8
4
)

（
1
,
6
8
2
)

（
1
6
,
7
8
5
.
0

)
（

1
3
,
4
3
9
)

（
2
,
9
6
8

)
(

1
,
5
8
0

)
（

1
5
,
7
1
3
.
0
)

注
　
１
(
1
)
②
の
表
と
同
じ

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

教
育
・
学
習
支
援
業

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用
分

（
注
６
）

区
分

① 障
害
者
の
数

（
注
１
）

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水

道
業

金
融
業
,保
険
業

b
．
　
重
度

身
体
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

②
身
体
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
身
体
障
害

者
（
注
４
）

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,

娯
楽
業

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

（
注
４
）

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
×

0
.5
（
注
２
）
（
注
３
）

鉱
業
,採
石
業
,砂
利
採
取

業 学
術
研
究
,専
門
・
技
術

サ
ー
ビ
ス
業

④
精
神
障
害
者
の
数

g．
う
ち
新
規
雇
用
分

（
注
６
）

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ
×

0
.5
（
注
２
）
（
注
３
）

ｆ．
う
ち
新
規
雇
用
分

（
注
６
）

ｃ
.精
神
障
害
者

（
注
４
）

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
４
）

f．
　
計

ｃ
＋
(d
-
e)
×
0
.5
+
e

（
注
３
）

e.
d
の
う
ち
、
（
注

５
）
に
該
当
す
る

労
働
者

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
知
的
障
害

者 （
注
４
）

b
．
　
重
度

知
的
障
害
者
で
あ

る
短
時
間
労
働
者

（
注
４
）

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

（
注
４
）
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③
　

製
造

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（

概
況

）

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

製
造
業
計

2
5
,
5
3
5

7
,
0
4
2
,
7
4
0
.
5

3
7
,
5
1
3

1
,
7
2
0

8
4
,
8
0
0

3
,
0
4
4

1
6
3
,
0
6
8
.
0

1
1
,
1
9
4
.
0

2
.
3
2

1
4
,
5
4
3

5
7
.
0

〈
##

##
##

##
〈

1.
56

〉

(
2
5
,
7
0
0
)
(
7
,
0
4
7
,
3
8
3
.
5

)
(

3
7
,
4
3
0
)
(

1
,
7
0
1
)
(

8
0
,
9
3
1
)
(

4
,
1
1
8
)

(
1
5
9
,
5
5
1
.
0
)

(
1
0
,
8
1
9
.
5
)

(
2
.
2
6
)

(
1
4
,
2
1
9
)

(
5
5
.
3

)

企
業

人
人

人
人

人
人

人
％

企
業

％

食
料
品
・
た
ば
こ

4
,
0
5
4

9
0
0
,
8
3
1
.
5

3
,
9
2
4

4
7
7

1
4
,
2
9
6

1
,
2
4
5

2
3
,
2
4
3
.
5

1
,
8
2
2
.
5

2
.
5
8

2
,
6
7
6

6
6
.
0

13
,9

83
.0

〈
1.

55
〉

(
4
,
1
0
6
)
(

9
0
5
,
3
4
5
.
5

)
(

3
,
8
7
6
)
(

5
2
0
)
(

1
3
,
6
1
5
)
(

1
,
6
8
2
)

(
2
2
,
7
2
8
.
0
)

(
1
,
7
3
3
.
0
)

(
2
.
5
1
)

(
2
,
6
3
5
)

(
6
4
.
2

)

繊
維
・
衣
服

9
2
0

1
3
3
,
3
0
6
.
5

6
6
0

6
0

1
,
8
6
8

1
1
7

3
,
3
0
6
.
5

2
5
7
.
5

2
.
4
8

5
8
8

6
3
.
9

(
9
0
8
)
(

1
3
3
,
6
5
2
.
5

)
(

6
5
4
)
(

5
0
)
(

1
,
8
0
7
)
(

1
5
6
)

(
3
,
2
4
3
.
0
)

(
2
4
4
.
0
)

(
2
.
4
3
)

(
5
6
8
)

(
6
2
.
6

)

木
材
・
家
具

5
5
9

8
1
,
1
3
6
.
5

3
8
8

2
0

1
,
1
5
1

2
9

1
,
9
6
1
.
5

1
6
5
.
5

2
.
4
2

3
6
4

6
5
.
1

1,
48

6.
0

〈
1.

83
〉

(
5
5
6
)
(

8
0
,
9
6
5
.
0

)
(

3
7
8
)
(

2
2
)
(

1
,
1
0
4
)
(

2
3
)

(
1
,
8
9
3
.
5
)

(
1
3
3
.
0
)

(
2
.
3
4
)

(
3
6
0
)

(
6
4
.
7

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

1
,
9
1
3

3
4
5
,
3
1
6
.
5

1
,
6
3
6

9
0

4
,
0
8
6

1
3
6

7
,
5
1
6
.
0

4
4
6
.
0

2
.
1
8

1
,
0
2
0

5
3
.
3

(
1
,
9
2
2
)
(

3
5
1
,
9
7
2
.
0

)
(

1
,
7
1
4
)
(

8
3
)
(

3
,
9
8
0
)
(

1
9
7
)

(
7
,
5
8
9
.
5
)

(
5
0
8
.
5
)

(
2
.
1
6
)

(
1
,
0
3
1
)

(
5
3
.
6

)

化
学
工
業

2
,
7
5
8

8
6
8
,
0
4
5
.
5

4
,
7
2
6

2
1
2

9
,
9
6
0

2
5
8

1
9
,
7
5
3
.
0

1
,
5
4
9
.
5

2
.
2
8

1
,
4
1
7

5
1
.
4

12
,1

90
.0

〈
1.

40
〉

(
2
,
7
8
2
)
(

8
7
9
,
2
4
3
.
0

)
(

4
,
8
1
1
)
(

2
0
6
)
(

9
,
5
7
6
)
(

3
6
2
)

(
1
9
,
5
8
5
.
0
)

(
1
,
3
3
8
.
5
)

(
2
.
2
3
)

(
1
,
3
7
4
)

(
4
9
.
4

)

窯
業
・
土
石

7
3
6

1
5
5
,
2
9
0
.
5

7
7
1

3
5

1
,
7
4
9

5
8

3
,
3
5
5
.
0

2
1
5
.
0

2
.
1
6

4
2
4

5
7
.
6

(
7
4
1
)
(

1
3
9
,
2
1
1
.
0

)
(

6
6
5
)
(

2
9
)
(

1
,
5
3
3
)
(

7
4
)

(
2
,
9
2
9
.
0
)

(
1
8
9
.
0
)

(
2
.
1
0
)

(
4
1
7
)

(
5
6
.
3

)

鉄
鋼

5
3
4

1
6
9
,
8
6
1
.
5

8
9
5

2
4

2
,
0
5
9

4
8

3
,
8
9
7
.
0

1
9
3
.
5

2
.
2
9

3
0
8

5
7
.
7

2,
59

7.
0

〈
1.

53
〉

(
5
5
2
)
(

1
7
3
,
4
5
6
.
0

)
(

9
1
7
)
(

3
1
)
(

2
,
0
2
5
)
(

5
0
)

(
3
,
9
1
5
.
0
)

(
2
0
1
.
5
)

(
2
.
2
6
)

(
3
0
8
)

(
5
5
.
8

)

非
鉄
金
属

4
6
6

1
3
7
,
5
7
3
.
5

7
3
5

2
2

1
,
6
1
9

3
4

3
,
1
2
8
.
0

2
6
4
.
5

2
.
2
7

2
7
2

5
8
.
4

(
4
7
2
)
(

1
3
9
,
9
2
9
.
5

)
(

7
2
3
)
(

3
0
)
(

1
,
5
6
2
)
(

4
9
)

(
3
,
0
6
2
.
5
)

(
2
0
2
.
5
)

(
2
.
1
9
)

(
2
6
5
)

(
5
6
.
1

)

金
属
製
品

2
,
8
0
4

3
8
2
,
9
7
3
.
0

1
,
7
0
3

9
6

4
,
6
3
8

1
3
3

8
,
2
0
6
.
5

6
2
1
.
0

2
.
1
4

1
,
5
6
9

5
6
.
0

5,
21

2.
0

〈
1.

36
〉

(
2
,
7
4
9
)
(

3
7
4
,
1
8
2
.
0

)
(

1
,
6
2
7
)
(

9
4
)
(

4
,
3
1
5
)
(

1
7
5
)

(
7
,
7
5
0
.
5
)

(
5
4
3
.
5
)

(
2
.
0
7
)

(
1
,
4
8
6
)

(
5
4
.
1

)

電
気
機
械

2
,
5
8
9

1
,
2
0
7
,
5
0
3
.
0

7
,
6
4
0

1
8
3

1
2
,
8
8
8

3
0
2

2
8
,
5
0
2
.
0

1
,
7
5
3
.
0

2
.
3
6

1
,
4
8
6

5
7
.
4

(
2
,
5
1
5
)
(
1
,
1
7
3
,
5
3
7
.
5

)
(

7
,
4
1
1
)
(

1
8
6
)
(

1
2
,
0
3
8
)
(

3
6
7
)

(
2
7
,
2
2
9
.
5
)

(
1
,
8
1
6
.
0
)

(
2
.
3
2
)

(
1
,
4
0
3
)

(
5
5
.
8

)

そ
の
他
機
械

5
,
6
4
6

1
,
9
5
5
,
6
7
6
.
0

1
0
,
8
9
9

3
2
6

2
2
,
0
6
5

3
9
5

4
4
,
3
8
6
.
5

2
,
7
0
4
.
5

2
.
2
7

3
,
0
8
9

5
4
.
7

30
,3

16
.0

〈
1.

55
〉

(
5
,
7
4
6
)
(
1
,
9
7
5
,
4
3
8
.
5

)
(

1
1
,
0
0
4
)
(

2
7
1
)
(

2
1
,
3
2
3
)
(

5
7
0
)

(
4
3
,
8
8
7
.
0
)

(
2
,
7
9
3
.
5
)

(
2
.
2
2
)

(
3
,
0
3
1
)

(
5
2
.
7

)

そ
の
他

2
,
5
5
6

7
0
5
,
2
2
6
.
5

3
,
5
3
6

1
7
5

8
,
4
2
1

2
8
9

1
5
,
8
1
2
.
5

1
,
2
0
1
.
5

2
.
2
4

1
,
3
3
0

5
2
.
0

(
2
,
6
5
1
)
(

7
2
0
,
4
5
1
.
0

)
(

3
,
6
5
0
)
(

1
7
9
)
(

8
,
0
5
3
)
(

4
1
3
)

(
1
5
,
7
3
8
.
5
)

(
1
,
1
1
6
.
5
)

(
2
.
1
8
)

(
1
,
3
4
1
)

(
5
0
.
6

)

注
 
１

(
1
)
①

の
表

と
同

じ

区
分

② 法
定
雇
用
障
害
者
数

の
算
定
の
基
礎
と
な

る
労
働
者
数

（
注
１
）

① 企
業
数

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋
Ｄ

×
0
.5

（
注
２
）

③
　
障
害
者
の
数

⑥ 法
定
雇
用
率

達
成
企
業
の

割
合

⑤ 法
定
雇
用
率
達

成
企
業
の
数

④ 実
雇
用
率

Ｅ
÷
②
×
1
0
0

Ｆ
．
う
ち
新
規
雇
用

分
（
注
６
）

Ａ
.重
度
身
体

障
害
者
及
び

重
度
知
的
障

害
者

（
注
３
）

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
３
）

Ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
、

知
的
障
害
者
及

び
精
神
障
害
者

（
注
３
）
（
注
４
）

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
３
）
（
注
５
）
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④
　

製
造

業
に

お
け

る
雇

用
状

況
（

障
害

種
別

）

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

製
造
業
計

1
6
3
,
0
6
8
.
0

3
0
,
7
3
8

1
,
2
9
4

3
5
,
0
8
6

1
,
4
7
3

9
8
,
5
9
2
.
5

6
,
7
7
5

4
2
6

2
6
,
7
8
3

1
,
5
7
1

4
1
,
5
4
4
.
5

2
0
,
8
0
6

2
,
1
2
5

2
,
1
2
5

2
2
,
9
3
1
.
0

（
1
5
9
,
5
5
1
.
0
)

（
3
0
,
6
9
3
）

（
1
,
2
7
3
）

（
3
5
,
5
7
0
）

（
1
,
5
5
6
）

（
9
9
,
0
0
7
.
0

)
（

6
,
7
3
7
）

（
4
2
8
）

（
2
5
,
6
9
2
）

（
1
,
5
7
9
）

（
4
0
,
3
8
3
.
5

)
（

1
8
,
6
5
1
）

（
2
,
0
0
1
）

(
1
,
0
1
8
)

（
2
0
,
1
6
0
.
5

)

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

食
料
品
・
た
ば
こ

2
3
,
2
4
3
.
5

2
,
6
1
9

3
1
5

4
,
0
3
2

4
7
6

9
,
8
2
3
.
0

1
,
3
0
5

1
6
2

7
,
0
5
4

7
6
9

1
0
,
2
1
0
.
5

2
,
5
8
8

6
2
2

6
2
2

3
,
2
1
0
.
0

（
2
2
,
7
2
8
.
0
)

（
2
,
5
7
1
)

（
3
4
3
)

（
4
,
0
7
3
)

（
5
2
5
)

（
9
,
8
2
0
.
5

)
（

1
,
3
0
5
)

（
1
7
7
)

（
6
,
9
7
3
)

（
8
0
3
)

（
1
0
,
1
6
1
.
5

)
（

2
,
3
1
2
)

（
6
1
1
)

(
2
5
7
)

（
2
,
7
4
6
.
0

)

繊
維
工
業

3
,
3
0
6
.
5

5
3
5

4
4

7
7
5

7
0

1
,
9
2
4
.
0

1
2
5

1
6

6
1
6

4
7

9
0
5
.
5

4
0
5

7
2

7
2

4
7
7
.
0

（
3
,
2
4
3
.
0
)

（
5
3
3
)

（
3
8
)

（
8
1
3
)

（
7
4
)

（
1
,
9
5
4
.
0

)
（

1
2
1
)

（
1
2
)

（
5
8
4
)

（
4
7
)

（
8
6
1
.
5

)
（

3
8
1
)

（
6
4
)

(
2
9
)

（
4
2
7
.
5

)

木
材
・
家
具

1
,
9
6
1
.
5

3
4
2

2
0

5
2
6

2
0

1
,
2
4
0
.
0

4
6

0
3
5
4

9
4
5
0
.
5

2
4
8

2
3

2
3

2
7
1
.
0

（
1
,
8
9
3
.
5
)

（
3
3
5
)

（
2
0
)

（
5
4
3
)

（
1
4
)

（
1
,
2
4
0
.
0

)
（

4
3
)

（
2
)

（
3
4
2
)

（
4
)

（
4
3
2
.
0

)
（

2
0
4
)

（
2
0
)

(
1
5
)

（
2
2
1
.
5

)

ﾊ
ﾟﾙ
ﾌ
ﾟ・
紙
・
印
刷

7
,
5
1
6
.
0

1
,
3
9
5

7
0

1
,
7
9
6

7
2

4
,
6
9
2
.
0

2
4
1

2
0

1
,
1
4
7

6
4

1
,
6
8
1
.
0

1
,
0
2
5

1
1
8

1
1
8

1
,
1
4
3
.
0

（
7
,
5
8
9
.
5
)

（
1
,
4
7
7
)

（
6
7
)

（
1
,
8
3
0
)

（
7
3
)

（
4
,
8
8
7
.
5

)
（

2
3
7
)

（
1
6
)

（
1
,
0
8
6
)

（
7
1
)

（
1
,
6
1
1
.
5

)
（

9
9
6
)

（
1
2
1
)

(
6
8
)

（
1
,
0
9
0
.
5

)

化
学
工
業

1
9
,
7
5
3
.
0

3
,
6
6
0

1
5
4

4
,
2
9
0

1
4
8

1
1
,
8
3
8
.
0

1
,
0
6
6

5
8

2
,
6
8
5

1
1
0

4
,
9
3
0
.
0

2
,
7
6
9

2
1
6

2
1
6

2
,
9
8
5
.
0

（
1
9
,
5
8
5
.
0
)

（
3
,
7
3
5
)

（
1
4
9
)

（
4
,
4
4
7
)

（
1
6
2
)

（
1
2
,
1
4
7
.
0

)
（

1
,
0
7
6
)

（
5
7
)

（
2
,
5
6
0
)

（
1
0
4
)

（
4
,
8
2
1
.
0

)
（

2
,
4
5
0
)

（
2
1
5
)

(
1
1
9
)

（
2
,
6
1
7
.
0

)

窯
業
・
土
石

3
,
3
5
5
.
0

6
5
7

2
7

8
3
5

1
8

2
,
1
8
5
.
0

1
1
4

8
5
1
0

4
0

7
6
6
.
0

3
5
9

4
5

4
5

4
0
4
.
0

（
2
,
9
2
9
.
0
)

（
5
6
0
)

（
2
0
)

（
7
5
8
)

（
2
2
)

（
1
,
9
0
9
.
0

)
（

1
0
5
)

（
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ａ
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度
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体
障
害

者
（
注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で
あ

る
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時
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労
働
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４
）
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（
注
５
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労
働
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④
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障
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障
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．
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障
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＋
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＋
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4
.
5

2
.
0
5

0
.
0
8

4
5
.
9

△
 
4
.
1

(
5
2
3
,
0
6
2
.
5
)
(

2
7
,
2
6
7
.
5
)
(

2
.
0
3
)
(

0
.
0
6
)

令
和

元
5
6
0
,
6
0
8
.
5

2
5
,8
3
9
.0

2
.
1
1

0
.
0
6

4
8
.
0

2
.
1

2
5
7
8
,
2
9
2
.
0

1
7
,6
8
3
.5

2
.
1
5

0
.
0
4

4
8
.
6

0
.
6

3
5
9
7
,
7
8
6
.
0

1
9
,4
9
4
.0

2
.
2
0

0
.
0
5

4
7
.
0

△
 
1
.
6

(
5
9
5
,
7
0
6
.
0
)
(

1
7
,4
1
4
.0
)
(

2
.
2
0
)
(

0
.
0
5
)

4
6
1
3
,
9
5
8
.
0

1
6
,1
7
2
.0

2
.
2
5

0
.
0
5

4
8
.
3

1
.
3

5
6
4
2
,
1
7
8
.
0

2
8
,2
2
0
.0

2
.
3
3

0
.
0
8

5
0
.
1

1
.
8

法
定

雇
用

率
達

成
企

業
の

割
合

（
％

)
年

実
雇

用
率

(
％

)
障

害
者

の
数

(
人

)

※
　
平
成
3
0
年
か
ら
令
和
４
年
ま
で
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に

　
　
令
和
５
年
以
降
は
、
精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
1
人
分
と
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
。
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(5
) 

障
害

者
不

足
数

階
級

別
の

法
定

雇
用

率
未

達
成

企
業

数

0
.5
人
又
は
１
人
1
.5
人
又
は
2
人
2
.5
人
又
は
3
人
3
.5
人
又
は
4
人

4
.5
人
以
上

9
人
以
下

9
.5
人
以
上

2
0
人
以
下

2
0
.5
人
以
上

5
0
人
以
下

5
0
.5
人
以
上

規
模
計

5
3
,9

6
3

3
5
,9

9
1

1
0
,7

7
4

3
,7

8
5

1
,9

7
9

1
,2

7
9

1
3
2

2
1

2
3
1
,6

4
3

(1
0
0
.0
%
)

(6
6
.7
%
)

(2
0
.0
%
)

(7
.0
%
)

(3
.7
%
)

(2
.4
%
)

(0
.2
%
)

(0
.0
%
)

(0
.0
%
)

(5
8
.6
%
)

4
3
.5
-
1
0
0
人
未
満

2
9
,5

5
7

2
7
,2

7
3

2
,2

8
4

－
－

－
－

－
－

2
7
,3

1
0

(1
0
0
.0
%
)

(9
2
.3
%
)

(7
.7
%
)

－
－

－
－

－
－

(9
2
.4
%
)

1
0
0
-
3
0
0
人
未
満

1
7
,2

4
2

7
,1

1
5

6
,8

9
2

2
,3

3
1

7
2
7

1
7
7

－
－

－
4
,3

1
3

(1
0
0
.0
%
)

(4
1
.3
%
)

(4
0
.0
%
)

(1
3
.5
%
)

(4
.2
%
)

(1
.0
%
)

－
－

－
(2
5
.0
%
)

3
0
0
-
5
0
0
人
未
満

3
,7

3
0

9
0
4

8
6
8

8
4
9

7
1
0

3
9
6

3
－

－
1
8

(1
0
0
.0
%
)

(2
4
.2
%
)

(2
3
.3
%
)

(2
2
.8
%
)

(1
9
.0
%
)

(1
0
.6
%
)

(0
.1
%
)

－
－

(0
.5
%
)

5
0
0
-
1
0
0
0
人
未
満

2
,2

9
8

4
9
6

5
3
2

4
3
8

3
8
5

4
1
7

3
0

－
－

2
(1
0
0
.0
%
)

(2
1
.6
%
)

(2
3
.2
%
)

(1
9
.1
%
)

(1
6
.8
%
)

(1
8
.1
%
)

(1
.3
%
)

－
－

(0
.1
%
)

1
,0
0
0
人
以
上

1
,1

3
6

2
0
3

1
9
8

1
6
7

1
5
7

2
8
9

9
9

2
1

2
0

(1
0
0
.0
%
)

(1
7
.9
%
)

(1
7
.4
%
)

(1
4
.7
%
)

(1
3
.8
%
)

(2
5
.4
%
)

(8
.7
%
)

(1
.8
%
)

(0
.2
%
)

(0
.0
%
)

注
１
　
上
段
は
企
業
数
、
下
段
は
当
該
企
業
規
模
階
級
内
に
お
け
る
構
成
比
。

２
　
②
欄
の
「
不
足
数
」
と
は
、
法
定
雇
用
率
を
達
成
す
る
た
め
に
、
現
在
の
雇
用
障
害
者
数
に
加
え
て
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
者
の
数
で
あ
る
。

③
障
害
者
の

数
が
0
人
で

あ
る
企
業
数

①
法
定
雇
用
率

未
達
成
企
業

の
数

区
分

②
不
足
数
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(
6
)
 
都

道
府

県
別

の
実

雇
用

率
等

の
状

況
注

都
道
府
県
名

実
雇
用
率

(
対
前
年
増
減
)

法
定
雇
用
率
達
成

企
業
の
割
合

(
対
前
年
増
減
)

全
国

2
.
3
3

 
0
.
0
8

5
0
.
1

1
.
8

 
5
4
,
2
3
9

／
 
1
0
8
,
2
0
2

北
海
道

2
.
5
8

 
0
.
1
4

5
3
.
1

1
.
8

 
2
,
0
6
9

／
 
3
,
8
9
5

青
森

2
.
5
5

 
0
.
1
4

5
7
.
0

2
.
0

 
5
8
2

／
 
1
,
0
2
1

岩
手

2
.
4
2

 
0
.
0
4

5
9
.
2

0
.
3

 
6
1
4

／
 
1
,
0
3
8

宮
城

2
.
2
9

 
0
.
0
8

5
1
.
1

0
.
9

 
8
3
0

／
 
1
,
6
2
4

秋
田

2
.
4
0

 
0
.
1
1

6
4
.
2

2
.
2

 
5
2
1

／
 
8
1
1

山
形

2
.
3
1

 
0
.
1
3

5
7
.
2

2
.
9

 
5
5
7

／
 
9
7
3

福
島

2
.
2
9

 
0
.
1
0

5
6
.
7

2
.
4

 
8
6
2

／
 
1
,
5
1
9

茨
城

2
.
3
2

 
0
.
1
2

5
1
.
5

1
.
7

 
8
6
5

／
 
1
,
6
8
0

栃
木

2
.
3
9

 
0
.
0
1

5
8
.
3

1
.
5

 
8
0
5

／
 
1
,
3
8
1

群
馬

2
.
2
8

 
0
.
0
7

5
6
.
1

1
.
8

 
9
6
4

／
 
1
,
7
1
7

埼
玉

2
.
4
2

 
0
.
0
5

4
9
.
6

0
.
8

 
1
,
8
6
9

／
 
3
,
7
6
7

千
葉

2
.
3
8

 
0
.
1
6

5
2
.
6

2
.
4

 
1
,
5
1
8

／
 
2
,
8
8
7

東
京

2
.
2
1

 
0
.
0
7

3
4
.
4

1
.
9

 
8
,
0
5
7

／
 
2
3
,
4
0
7

神
奈
川

2
.
2
9

 
0
.
0
9

4
6
.
6

0
.
8

 
2
,
3
6
8

／
 
5
,
0
7
7

新
潟

2
.
3
8

 
0
.
1
5

6
0
.
5

3
.
3

 
1
,
2
2
4

／
 
2
,
0
2
3

富
山

2
.
3
2

 
0
.
0
8

5
5
.
6

△
0
.
3

 
5
9
8

／
 
1
,
0
7
5

石
川

2
.
4
9

 
0
.
1
2

5
5
.
7

1
.
3

 
6
5
3

／
 
1
,
1
7
3

福
井

2
.
5
8

 
0
.
1
0

6
0
.
1

1
.
9

 
4
6
0

／
 
7
6
5

山
梨

2
.
2
5

 
0
.
0
5

6
0
.
8

2
.
2

 
4
0
1

／
 
6
6
0

長
野

2
.
4
2

 
0
.
1
0

6
2
.
3

4
.
2

 
1
,
0
9
1

／
 
1
,
7
5
1

岐
阜

2
.
4
7

 
0
.
1
2

5
6
.
2

1
.
1

 
9
3
9

／
 
1
,
6
7
1

静
岡

2
.
3
7

 
0
.
0
5

5
5
.
4

2
.
1

 
1
,
7
1
7

／
 
3
,
1
0
0

愛
知

2
.
2
8

 
0
.
0
9

5
1
.
5

2
.
9

 
3
,
5
3
1

／
 
6
,
8
5
3

三
重

2
.
5
6

 
0
.
1
4

6
1
.
9

2
.
8

 
8
1
0

／
 
1
,
3
0
9

滋
賀

2
.
5
2

 
0
.
0
6

5
9
.
2

0
.
6

 
5
5
9

／
 
9
4
4

京
都

2
.
3
7

 
0
.
0
6

5
3
.
7

1
.
6

 
1
,
0
5
5

／
 
1
,
9
6
3

大
阪

2
.
3
5

 
0
.
1
0

4
6
.
1

1
.
5

 
4
,
0
2
1

／
 
8
,
7
2
7

兵
庫

2
.
3
6

 
0
.
0
8

5
2
.
2

1
.
7

 
1
,
8
9
9

／
 
3
,
6
3
5

奈
良

3
.
0
6

 
0
.
1
5

6
5
.
2

1
.
1

 
4
6
0

／
 
7
0
5

和
歌
山

2
.
7
1

 
0
.
1
7

6
4
.
3

1
.
3

 
4
1
1

／
 
6
3
9

鳥
取

2
.
4
7

 
0
.
0
8

6
4
.
2

3
.
9

 
3
0
7

／
 
4
7
8

島
根

2
.
8
3

 
0
.
1
4

6
9
.
6

2
.
0

 
4
2
6

／
 
6
1
2

岡
山

2
.
5
8

0
.
0
4

5
6
.
0

1
.
7

 
8
5
9

／
 
1
,
5
3
5

広
島

2
.
4
8

 
0
.
1
0

5
2
.
0

2
.
5

 
1
,
2
6
5

／
 
2
,
4
3
1

山
口

2
.
7
7

 
0
.
0
9

5
8
.
5

1
.
9

 
5
6
2

／
 
9
6
1

徳
島

2
.
4
0

 
0
.
0
6

6
3
.
4

2
.
1

 
3
4
1

／
 
5
3
8

香
川

2
.
1
9

 
0
.
0
3

5
7
.
1

1
.
1

 
5
1
9

／
 
9
0
9

愛
媛

2
.
5
1

 
0
.
1
3

5
4
.
7

2
.
8

 
5
9
0

／
 
1
,
0
7
9

高
知

2
.
5
1

 
0
.
0
9

6
3
.
6

1
.
3

 
3
4
4

／
 
5
4
1

福
岡

2
.
3
8

 
0
.
0
9

5
2
.
5

1
.
7

 
2
,
1
7
0

／
 
4
,
1
3
2

佐
賀

2
.
8
0

 
0
.
0
4

6
7
.
9

1
.
3

 
4
3
0

／
 
6
3
3

長
崎

2
.
8
5

 
0
.
0
5

6
2
.
2

△
0
.
2

 
6
3
8

／
 
1
,
0
2
6

熊
本

2
.
5
2

 
0
.
0
5

5
9
.
4

2
.
1

 
8
1
2

／
 
1
,
3
6
6

大
分

2
.
7
2

 
0
.
1
1

6
5
.
1

3
.
6

 
5
8
7

／
 
9
0
1

宮
崎

2
.
6
6

 
0
.
0
9

6
5
.
5

2
.
5

 
5
6
9

／
 
8
6
9

鹿
児
島

2
.
6
2

 
0
.
0
9

6
1
.
0

1
.
2

 
8
0
2

／
 
1
,
3
1
5

沖
縄

3
.
2
4

 
0
.
2
7

6
5
.
2

4
.
2

 
7
0
8

／
 
1
,
0
8
6

法
定
雇
用
率
達
成
企
業
の
数

　
都
道
府
県
別
の
状
況
は
、
企
業
の
主
た
る
事
務
所
（
特
例
子
会
社
等
の
認
定
を
受
け
て
い
る
企
業
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
親
会
社
の
主
た
る
事
務
所
）
が
所
在
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
、
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
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(
7
)
 
特

例
子

会
社

の
状

況
①
　
概
況

①

社
人

人
人

人
人

人

5
9
8

4
7
,
8
7
2
.
5

1
1
,
2
2
7

2
2
6

2
4
,
0
6
7

2
0
2

4
6
,
8
4
8
.
0

〈
10
,3
60
〉

（
5
7
9
)
(

4
4
,
8
1
7
.
0
)
(

1
0
,
8
9
1
)
(

1
8
5
)
(

2
1
,
6
9
9
)
(

3
8
2
)
(

4
3
,
8
5
7
.
0
)

注
　
１
(1
)①
の
表
と
同
じ

　
　
　
※
　
本
表
は
、
親
会
社
分
を
含
ま
な
い
、
特
例
子
会
社
分
の
み
の
集
計
で
あ
る
。

②
　
障
害
種
別
雇
用
状
況

注
　
１
(1
)②
の
表
と
同
じ

　
　
　
※
　
本
表
は
、
親
会
社
分
を
含
ま
な
い
、
特
例
子
会
社
分
の
み
の
集
計
で
あ
る
。

◎
　
「
特
例
子
会
社
」
制
度
と
は

Ｃ
．
重
度
以
外

の
身
体
障
害

者
、
知
的
障
害

者
及
び
精
神
障

害
者

（
注
３
）
（
注
４
）

Ｂ
.重
度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者
（
注
３
）

Ａ
.重
度
身
体
障

害
者
及
び
重
度

知
的
障
害
者

（
注
３
）

② 法
定
雇
用
障
害
者

数
の
算
定
の
基
礎
と

な
る
労
働
者
数

（
注
１
）

特
例
子
会
社

区
分

③
　
障
害
者
の
数

特
例
子
会
社
数

Ｄ
.重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
及

び
知
的
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者
（
注
３
）

（
注
５
）

Ｅ
．
　
計

Ａ
×
２
＋
Ｂ
＋
Ｃ
＋

Ｄ
×
0
.5

（
注
２
）

障
害
者
雇
用
率
制
度
に
お
い
て
は
、
障
害
者
の
雇
用
機
会
の
確
保
（
法
定
雇
用
率
＝
2
.
3％
）
は
個
々
の
事
業
主
（
企
業
）
ご
と
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
特
例
で
あ
る
「
特
例
子
会
社
」
制
度
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
安
定
を
図
る
た
め
、
事
業
主
が
障
害
者
の
雇
用
に
特
別
の
配
慮
を
し
た
子
会
社
を
設
立

し
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
を
親
会
社
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
実
雇
用
率
を
算
定
で
き
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人

4
6,
8
48
.
0

4,
81

8
1
1
4

2,
35

6
5
6

1
2,
1
3
4.
0

6
,4
0
9

1
12

11
,
05
9

1
46

24
,0

62
.
0

1
0
,1
9
2

4
6
0

46
0

1
0,
6
52
.
0

（
4
3,
8
57
.
0
）
（

4,
69
1
）
（

1
0
0
）
（

2,
33
1
）
（

4
5
）
（
1
1,
8
3
5.
5
）
（

6
,2
0
0
）
（

85
）
（

10
,
38
3
）
（

1
46
）
（

22
,9
41
.
0
）
（

8
,7
8
6
）
（

3
9
0
）
(

19
9
)
（

9,
0
8
0.
5
）

e.
d
の
う
ち
、

（注
５
）
に
該

当
す
る
職
員

特
例
子
会
社

④
精
神
障
害
者
の
数

ｃ
.精
神
障
害
者

（
注
４
）

ｄ
．
精
神
障
害
者

で
あ
る
短
時
間

労
働
者
（
注
４
）

f．
　
計

ｃ
＋
(d
-
e)
×
0
.5
+
e

（
注
３
）

③
知
的
障
害
者
の
数

ａ
.重
度
知
的
障

害
者

（
注
４
）

b
．
　
重
度

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
４
）

ｃ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者

（
注
４
）

区
分

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｄ

×
0.
5

（
注
２
）（
注
３
）

②
身
体
障
害
者
の
数

① 障
害
者
の
数

（注
１
）

ａ
.重
度
身
体
障

害
者
（注
４
）

ｅ
．
　
計

a×
２
＋
ｂ
＋
ｃ
＋

ｄ
×
0
.5

（注
２
）
（注
３
）

ｃ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者

（
注
４
）

b
．
　
重
度

身
体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

身
体
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

（注
４
）

ｄ
．
重
度
以
外
の

知
的
障
害
者
で

あ
る
短
時
間
労

働
者

（
注
４
）
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(8
) 

身
体

障
害

者
の

部
位

別
雇

用
状

況
①
　
概
況

③
　
産
業
別
の
雇
用
状
況

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

1
3
,
9
5
9

3
2
,
1
3
1

3
,
0
5
0

1
1
7
,
3
4
9

8
1
,
5
2
2

2
4
8
,
0
1
1

1
3

4
5

8
1
9
4

1
2
0

3
8
0

（
1
3
,
6
9
7
)
（

3
2
,
0
5
9
)
（

3
,
1
1
2
)
（

1
1
9
,
2
4
1
)
(

8
1
,
0
1
1
)
（

2
4
9
,
1
2
0
)

（
2
0
)
（

5
1
)
（

7
)
（

2
0
2
)
(

1
3
4
)
（

4
1
4
)

注
　
「
身
体
障
害
者
計
」
欄
に
は
、
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数
に
つ
い
て
未
記
入
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
。

鉱
業
,採
石
業
,

6
1
4

1
7
2

4
6

1
3
9

砂
利
採
取
業

②
　
企
業
規
模
別
の
雇
用
状
況

（
6
)
（

1
5
)
（

0
)
（

7
0
)
(

4
0
)
（

1
3
1
)

建
設
業

3
5
6

8
3
0

1
1
4

4
,
3
5
2

3
,
7
0
6

9
,
3
5
8

　 （
3
2
7
)
（

7
8
4
)
（

1
1
3
)
（

4
,
3
5
8
)
(

3
,
6
5
0
)
（

9
,
2
3
2
)

製
造
業

2
,
5
1
7

1
2
,
8
3
4

7
8
9

2
9
,
5
1
3

1
9
,
8
2
3

6
5
,
4
7
6

人
人

人
人

人
人

4
3
.5
～

1
,
4
6
9

2
,
8
9
6

3
5
5

1
3
,
1
1
8

9
,
6
9
1

2
7
,
5
2
9

（
2
,
5
0
3
)
（

1
2
,
9
6
1
)
（

8
1
8
)
（

3
0
,
2
5
8
)
(

1
9
,
6
2
0
)
（

6
6
,
1
6
0
)

1
0
0
人
未
満
　
　

1
2
1

2
1
1

2
3

1
,
5
9
5

7
9
0

2
,
7
4
0

（
1
,
4
5
1
)
（

2
,
8
3
9
)
（

3
8
2
)
（

1
3
,
2
6
1
)
(

9
,
6
1
0
)
（

2
7
,
5
4
3
)

（
1
3
0
)
（

2
2
4
)
（

2
9
)
（

1
,
6
5
2
)
(

7
8
9
)
（

2
,
8
2
4
)

1
0
0
～

2
,
8
0
7

5
,
0
3
4

6
1
2

2
3
,
2
3
8

1
7
,
4
5
5

4
9
,
1
4
6

情
報
通
信
業

1
,
1
7
7

1
,
6
3
5

1
4
0

6
,
4
7
2

4
,
4
4
6

1
3
,
8
7
0

3
0
0
人
未
満

（
2
,
7
5
2
)
（

5
,
0
3
6
)
（

6
1
1
)
（

2
3
,
9
0
2
)
(

1
7
,
4
6
9
)
（

4
9
,
7
7
0
)

（
1
,
1
5
8
)
（

1
,
6
3
0
)
（

1
4
8
)
（

6
,
5
5
1
)
(

4
,
3
7
4
)
（

1
3
,
8
6
1
)

運
輸
業
,郵
便
業

5
1
7

1
,
4
4
1

2
0
8

8
,
0
9
7

6
,
6
5
0

1
6
,
9
1
3

3
0
0
～

1
,
2
3
7

2
,
2
1
9

2
3
7

1
0
,
3
6
0

7
,
6
7
2

2
1
,
7
2
5

　

5
0
0
人
未
満

（
5
1
4
)
（

1
,
4
4
2
)
（

2
1
5
)
（

8
,
3
5
1
)
(

6
,
6
9
3
)
（

1
7
,
2
1
5
)

（
1
,
2
4
5
)
（

2
,
2
7
1
)
（

2
8
1
)
（

1
0
,
5
6
4
)
(

7
,
7
1
1
)
（

2
2
,
0
7
2
)

卸
売
業
,小
売
業

1
,
6
5
7

3
,
1
9
9

4
0
2

1
4
,
8
0
8

1
1
,
7
3
2

3
1
,
7
9
8

5
0
0
～

1
,
7
0
8

3
,
3
2
4

3
4
9

1
3
,
3
1
2

9
,
7
5
1

2
8
,
4
4
4

（
1
,
6
0
2
)
（

3
,
1
6
5
)
（

4
1
8
)
（

1
4
,
9
9
1
)
(

1
1
,
5
7
3
)
（

3
1
,
7
4
9
)

1
0
0
0
人
未
満

金
融
業
,保
険
業

7
1
0

2
,
2
9
8

1
2
6

6
,
3
7
3

3
,
0
6
7

1
2
,
5
7
4

（
1
,
6
8
5
)
（

3
,
2
3
9
)
（

3
4
4
)
（

1
3
,
3
7
5
)
(

9
,
6
5
9
)
（

2
8
,
3
0
2
)

（
7
0
6
)
（

2
,
3
5
3
)
（

1
2
3
)
（

6
,
6
3
7
)
(

3
,
1
4
1
)
（

1
2
,
9
6
0
)

1
,0
0
0
人
以
上

6
,
7
3
8

1
8
,
6
5
8

1
,
4
9
7

5
7
,
3
2
1

3
6
,
9
5
3

1
2
1
,
1
6
7

不
動
産
業
,物
品
賃
貸
業

2
3
5

3
7
1

5
2

2
,
0
4
2

1
,
5
6
4

4
,
2
6
4

（
6
,
5
6
4
)
（

1
8
,
6
7
4
)
（

1
,
4
9
4
)
（

5
8
,
1
3
9
)
(

3
6
,
5
6
2
)
（

1
2
1
,
4
3
3
)

（
2
1
2
)
（

3
4
2
)
（

5
1
)
（

2
,
0
2
3
)
(

1
,
4
9
3
)
（

4
,
1
2
1
)

注
　
１
(8
)①
の
表
と
同
じ
。

6
9
1

1
,
2
0
2

1
0
7

5
,
2
1
8

3
,
5
2
1

1
0
,
7
3
9

　 （
6
8
7
)
（

1
,
1
6
1
)
（

1
1
1
)
（

5
,
2
1
2
)
(

3
,
4
3
5
)
（

1
0
,
6
0
6
)

2
4
5

7
1
4

9
6

2
,
1
3
5

1
,
7
5
1

4
,
9
4
1

（
2
7
2
)
（

6
8
4
)
（

9
3
)
（

2
,
2
0
5
)
(

1
,
7
9
1
)
（

5
,
0
4
5
)

2
0
0

4
8
2

7
2

1
,
6
7
7

1
,
1
3
7

3
,
5
6
8

（
1
9
4
)
（

5
3
4
)
（

5
7
)
（

1
,
7
1
9
)
(

1
,
1
4
8
)
（

3
,
6
5
2
)

教
育
,学
習
支
援
業

2
7
4

2
7
5

3
8

1
,
9
7
7

1
,
5
9
9

4
,
1
6
3

（
2
8
1
)
（

2
9
5
)
（

4
7
)
（

1
,
9
6
6
)
(

1
,
6
3
5
)
（

4
,
2
2
4
)

医
療
,福
祉

3
,
7
0
2

3
,
4
6
6

4
6
6

1
6
,
5
9
9

9
,
6
4
3

3
3
,
8
7
6

　 （
3
,
6
1
6
)
（

3
,
4
0
3
)
（

4
5
9
)
（

1
6
,
8
1
1
)
(

9
,
6
7
0
)
（

3
3
,
9
5
9
)

複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業

9
2

1
9
5

4
0

1
,
4
5
0

1
,
0
4
4

2
,
8
2
1

（
8
5
)
（

1
8
1
)
（

3
8
)
（

1
,
4
6
5
)
(

1
,
0
1
4
)
（

2
,
7
8
3
)

サ
ー
ビ
ス
業

1
,
4
4
6

2
,
9
1
9

3
6
8

1
4
,
7
7
5

1
0
,
8
8
3

3
0
,
3
9
1

（
1
,
3
8
4
)
（

2
,
8
3
4
)
（

3
8
5
)
（

1
4
,
7
7
0
)
(

1
0
,
8
1
1
)
（

3
0
,
1
8
4
)

注
　
１
(8
)①
の
表
と
同
じ
。

身
体
障
害
者
計

内
部
障
害
者

肢
体
不
自
由
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

視
覚
障
害
者

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給

・
水
道
業

学
術
研
究
,

専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業

宿
泊
業
,

飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
,

娯
楽
業

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

区
分

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

視
覚
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

民
間
企
業

農
、
林
、
漁
業

肢
体
不
自
由
者

内
部
障
害
者

身
体
障
害
者
計

区
分

視
覚
障
害
者

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害
者

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害
者

肢
体
不
自
由
者

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
別
表
に
掲
げ
る
種
類
別
の
身
体
障
害
者
数

区
分

※
実

人
数

※
実

人
数

※
実

人
数

内
部
障
害
者

身
体
障
害
者
計
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詳
細
表

(
1
)
 
国

の
機

関
（

法
定

雇
用

率
2
.
6
％

）
①

　
概

況
①

④
⑤

機
関

人
人

人
人

人
人

人
％

機
関

％
計

4
4

3
4
0
,
7
0
7
.
5

1
,
7
4
0

2
5
9

6
,
0
1
3

3
7
6

9
,
9
4
0
.
0

1
,
0
6
5
.
5

2
.
9
2

4
4

1
0
0
.
0

（
4
4
)
（

3
4
0
,
4
7
4
.
5
)
（

1
,
7
1
8
)
（

2
7
8
)
（

5
,
6
4
9
)
（

6
8
0
)
（

9
,
7
0
3
.
0
)
（

1
,
4
6
4
.
0
)
（

2
.
8
5
)
（

4
4
)
（

1
0
0
.
0
)

機
関

人
人

人
人

人
人

％
機

関
％

行
政

機
関

3
8

3
1
1
,
2
5
9
.
0

1
,
5
5
2

2
5
4

5
,
5
7
7

3
7
3

9
,
1
2
1
.
5

9
9
4
.
5

2
.
9
3

3
8

1
0
0
.
0

（
3
8
)
（

3
1
0
,
8
9
2
.
5

)
（

1
,
5
2
9
)
（

2
7
2
)
（

5
,
2
2
4
)
（

6
7
5
)
（

8
,
8
9
1
.
5
)
（

1
,
3
1
4
.
5
)
（

2
.
8
6
)
（

3
8
)
（

1
0
0
.
0
)

立
法

機
関

5
4
,
0
1
1
.
0

2
3

2
6
6

2
1
1
5
.
0

9
.
0

2
.
8
7

5
1
0
0
.
0

（
5
)
（

4
,
0
0
4
.
0

)
（

2
4
)
（

2
)
（

6
5
)
（

3
)
（

1
1
6
.
5
)
（

1
7
.
0
)
（

2
.
9
1
)
（

5
)
（

1
0
0
.
0
)

司
法

機
関

1
2
5
,
4
3
7
.
5

1
6
5

3
3
7
0

1
7
0
3
.
5

6
2
.
0

2
.
7
7

1
1
0
0
.
0

（
1
)
（

2
5
,
5
7
8
.
0

)
（

1
6
5
)
（

4
)
（

3
6
0
)
（

2
)
（

6
9
5
.
0
)
（

1
3
2
.
5
)
（

2
.
7
2
)
（

1
)
（

1
0
0
.
0
)

②
　

障
害

種
別

在
職

状
況

注
1 2 3 4 5 6 7 8

　　
こ

の
集

計
は

、
令

和
５

年
1
1
月

2
9
日

時
点

の
集

計
結

果
に

基
づ

き
作

成
し

た
。

区
分

② 法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
職

員
数

（
注

１
）

③
　

障
害

者
の

数
⑥

機
関

数
Ａ

.重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

（
注

３
）

Ｂ
.重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
（
注

３
）

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
（
注

３
）
（
注

４
）

Ｄ
.重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
（
注

３
）
（
注

５
）

Ｅ
．

　
計

Ａ
×

２
＋

Ｂ
＋

Ｃ
＋

Ｄ
×

0
.5

（
注

２
）

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

数

法
定

雇
用

率
達

成
機

関
の

割
合

Ｆ
．

う
ち

新
規

雇
用

分
　

（
注

６
）

　
(　

　
　

)内
は

、
令

和
４

年
6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

〔
2
(1

)②
表

の
注

〕
　

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
ｅ
欄

及
び

④
f欄

の
計

で
あ

る
。

　
②

③
ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
2
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
e欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

　
②

③
ｄ
欄

の
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害
者

並
び

に
④

ｄ
欄

の
精

神
障

害
者

（
e欄

（
注

5
参

照
）
に

該
当

す
る

者
を

除
く

。
）
で

あ
る

、
短

時
間

勤
務

職
員

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

②
③

e欄
及

び
④

ｆ欄
を

算
出

す
る

に
当

た
り

0
.5

カ
ウ

ン
ト

と
し

て
い

る
。

  
ま

た
、

④
ｄ
欄

の
精

神
障

害
者

で
あ

る
、

短
時

間
勤

務
職

員
に

つ
い

て
は

1
人

を
１

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
　

②
③

の
ａ
ｃ
欄

及
び

④
ｃ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

職
員

で
あ

り
、

②
③

の
ｂ
ｄ
欄

及
び

④
ｄ
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

職
員

で
あ

る
。

　
④

e欄
の

職
員

と
は

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
す

べ
て

の
短

時
間

労
働

勤
務

職
員

で
あ

る
。

　
た

だ
し

、
令

和
４

年
に

お
い

て
は

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

で
あ

っ
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
の

み
と

し
て

い
た

。
　

　
 ①

　
令

和
元

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
　

 　
②

　
令

和
元

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

　
②

③
ｆ欄

及
び

④
g欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

令
和

４
年

6
月

2
日

か
ら

令
和

５
年

6
月

1
日

ま
で

の
1
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

２
国
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
お
け
る
在
職
状
況

〔
2
(1

)①
表

の
注

〕
注

1
②

欄
の

「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

職
員

数
」
と

は
、

職
員

総
数

か
ら

除
外

職
員

数
及

び
除

外
率

相
当

職
員

数
（
旧

除
外

職
員

が
職

員
総

数
に

占
め

る
割

合
を

元
に

設
定

し
た

除
外

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）
を

除
い

た
職

員
数

で
あ

る
。

2
③

A
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
２
人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
E
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
、

D
欄

の
「重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

E
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

た
だ

し
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
で

あ
っ

て
も

、
以

下
の

注
４
に

該
当

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
1
人

分
と

カ
ウ

ン
ト
し

て
い

る
。

3
A

、
C

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
3
0
時

間
以

上
の

職
員

で
あ

る
。

B
、

D
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

2
0
時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

短
時

間
勤

務
職

員
で

あ
る

。
4

C
欄

の
精

神
障

害
者

に
は

、
精

神
障

害
者

で
あ

る
す

べ
て

の
短

時
間

勤
務

職
員

を
含

む
。

た
だ

し
、

令
和

４
年

に
お

い
て

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

の
み

含
む

も
の

と
し

て
い

た
。

①
令

和
元

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

②
令

和
元

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

。
5

D
欄

の
令

和
４

年
の

数
値

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
の

う
ち

、
注

４
に

該
当

し
な

い
者

を
含

む
。

6
F

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

令
和

４
年

６
月

２
日

か
ら

令
和

５
年

６
月

１
日

ま
で

の
１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

7
（

）
内

は
令

和
４
年

６
月

１
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。
8

こ
の

集
計

は
、

令
和

５
年

1
1
月

2
9
日

時
点

の
集

計
結

果
に

基
づ

き
作

成
し

た
。

【参
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※
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疫
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害
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74
0

49
5

27
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1
7
9
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4
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3
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1
8
2
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5
）（

5
5
.
0
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g．
う
ち

新
規

雇
用

分
（
注

６
）

区
分

① 障
害

者
の

数
（
注

１
）

b
．

　
重

度
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

４
）

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

（
注

４
）

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

４
）

e.
  

d
の

う
ち

、
（
注

５
）
に

該
当

す
る

職
員

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0
.5

（
注

２
）
（
注

３
）

f．
　

計
ｃ
＋

(ｄ
-
e)

×
0
.5

+
e

（
注

３
）

ｆ．
う

ち
新

規
雇

用
分

（
注

６
）

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

４
）

ｆ．
う

ち
新

規
雇

用
分

（
注

６
）

④
精

神
障

害
者

の
数

②
身

体
障

害
者

の
数

③
知

的
障

害
者

の
数

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0
.5

（
注

２
）
（
注

３
）

ｃ
.精

神
障

害
者

（
注

４
）

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
（
注

４
）

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

（
注

４
）

b
．

　
重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（
注

４
）

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

（
注

４
）

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

（
注

４
）
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教
育

委
員

会
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知

的
障

害
者

の
数

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

（注
４

）
ｆ．

う
ち

新
規

雇
用

分
（注

６
）

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
（注

４
）

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

（注
４

）

f．
　

計
ｃ
＋

(ｄ
-e

)×
0.

5+
e

（注
３

）

②
身

体
障

害
者

の
数

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

（注
４

）

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0.
5

（注
２

）（
注

３
）

e.
  

dの
う

ち
、

（注
５

）に
該

当
す

る
職

員

④
精

神
障

害
者

の
数

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（注
４

）

ｃ
.精

神
障

害
者

（注
４

）
ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
（注

４
）

g．
う

ち
新

規
雇

用
分

（注
６

）

b．
　

重
度

身
体

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
（注

４
）

ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

（注
４

）

ｄ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

勤
務

職
員

（注
４

）

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0.
5

（注
２

）（
注

３
）

ｆ．
う

ち
新

規
雇

用
分

（注
６

）
区

分

① 障
害

者
の

数
（注

１
）

【
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道
府
県
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教
育
委
員
会
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お
け
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障
害
部
位
別
の
雇
用
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体
障
害
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概
況
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④
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法
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人
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法
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3
6
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3
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9
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1
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2
.
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7
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5
.
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8
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1
4
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8
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6
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9
9
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4
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0
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0
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4
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1
4
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2
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7
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（
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,
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6
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3
9
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2
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（

3
4
8
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（
2
.
5
7
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（

1
4
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) （

7
6
.
6
)

②
　

障
害

種
別

雇
用

状
況

※
　

「
独

立
行

政
法

人
等

」
と

は
、

障
害

者
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

施
行

令
別

表
第

２
の

第
１

号
か

ら
第

８
号

ま
で

、
「
地

方
独

立
行

政
法

人
等

」
と

は
、

同
令

別
表

第
２

の
第

９
号

及
び

第
1
0
号

ま
で

の
法

人
を

指
す

。
※
「
計
」
欄
に
は
、
障
害
部
位
別
の
雇
用
身
体
障
害
者
数
に
つ
い
て
未
記
入
の
場
合
は
含
ま
れ
な
い
。

法
人

数
Ａ

.重
度

身
体

障
害

者
及

び
重

度
知

的
障

害
者

（
注

３
）

実
雇

用
率

Ｅ
÷

②
×

1
0
0

Ｃ
．

重
度

以
外

の
身

体
障

害
者
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知

的
障

害
者
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び

精
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障
害

者
（
注

３
）
（
注

４
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③
　

障
害
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．
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＋
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２
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Ｂ
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３
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独
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．
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短

時
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方
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立

行
政

法
人

等

ｃ
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重
度

以
外

の
身

体
障

害
者

（
注

４
）

b
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重

度
身

体
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者
（
注

４
）

ａ
.重

度
身

体
障

害
者

（注
４

）
区

分

国
立

大
学

法
人

等

独
立

行
政

法
人

等
(国

立
大

学
法

人
等

を
除

く
)

① 障
害

者
の

数
（注

１
）

ｃ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

（
注

４
）

ｅ
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計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0.
5

（
注

２
）（

注
３

）

e.
  
d
の

う
ち

、
（
注

５
）
に

該
当

す
る

労
働

者

ａ
.重

度
知

的
障

害
者

（
注

４
）

b．
　

重
度

知
的

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者 （注

４
）

③
知

的
障

害
者

の
数

ｅ
．

　
計

a×
２

＋
ｂ
＋

ｃ
＋

ｄ
×

0.
5

（
注

２
）（

注
３

）

②
身

体
障

害
者

の
数

ｆ．
う

ち
新

規
雇

用
分

（
注

６
）

④
精

神
障

害
者

の
数

ｃ
.精

神
障

害
者 （注

４
）

ｄ
．

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

（
注

４
）

f．
　

計
ｃ
＋

(d
-e

)×
0.

5+
e

（注
３

）

g．
う

ち
新

規
雇

用
分

（注
６

）

ｆ．
う

ち
新

規
雇

用
分

（
注

６
）

ｄ
．

重
度

以
外

の
知

的
障

害
者

で
あ

る
短

時
間

労
働

者 （注
４

）

〔
３

①
表

の
注

〕

注
1

②
欄

の
「
法

定
雇

用
障

害
者

数
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

者
数

」
と

は
、

常
用

労
働

者
総

数
か

ら
除

外
率

相
当

数

（
身

体
障

害
者

、
知

的
障

害
者

及
び

精
神

障
害

者
が

就
業

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

職
種

が
相

当
の

割

合
を

占
め

る
業

種
に

つ
い

て
定

め
ら

れ
た

率
を

乗
じ

て
得

た
数

）
を

除
い

た
労

働
者

数
で

あ
る

。

2
③

A
欄

の
「
重

度
身

体
障

害
者

及
び

重
度

知
的

障
害

者
」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
２

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

E
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
、

D
欄

の
「
重

度
以

外
の

身
体

障
害

者
及

び
知

的
障

害

者
並

び
に

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

」
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

１
人

を
0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

E
欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
0
.5

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

た
だ

し
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
勤

務
職

員
で

あ
っ

て
も

、
以

下
の

注
４

に
該

当
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

1
人

分
と

カ
ウ

ン
ト
し

て
い

る
。

3
A

、
C

欄
は

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
30

時
間

以
上

の
労

働
者

で
あ

り
、

B
、

D
欄

は
1
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
2
0

時
間

以
上

3
0時

間
未

満
の

短
時

間
労

働
者

で
あ

る
。

4
C

欄
の

精
神

障
害

者
に

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

す
べ

て
の

短
時

間
労

働
者

を
含

む
。

た
だ

し
、

令
和

４
年

に
お

い
て

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

で
あ

っ
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
の

み

含
む

も
の

と
し

て
い

た
。

①
令

和
元

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と
。

②
令

和
元

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

。
5

D
欄

の
令

和
４

年
の

数
値

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

の
う
ち

、
注

４
に

該
当

し
な

い
者

を
含

む
。

6
F

欄
の

「
う

ち
新

規
雇

用
分

」は
令

和
４

年
６

月
２

日
か

ら
令

和
５

年
６

月
１

日
ま

で
の

１
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

7
（

）
内

は
令

和
４

年
6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

〔
３

②
表

の
注

〕

注
1

①
欄

の
「
障

害
者

の
数

」
と

は
②

③
の

ｅ
欄

及
び

④
f欄

の
計

で
あ

る
。

2
②

③
ａ
欄

の
重

度
障

害
者

に
つ

い
て

は
法

律
上

、
1
人

を
2人

に
相

当
す

る
も

の
と

し
て

お
り

、
e欄

の
計

を
算

出
す

る
に

当
た

り
ダ

ブ
ル

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

3
②

③
ｄ
欄

の
重

度
以

外
身

体
障

害
者

及
び

知
的

障
害

者
並

び
に

④
d
欄

の
精

神
障

害
者

(e
欄

（注
５

参
照

）
に

該
当

す
る

者
を

除
く

。
）
で

あ
る

、
短

時
間

労
働

者
に

つ
い

て
は

法
律

上
、

1人
を

0
.5

人
に

相
当

す
る

も
の

と
し

て
お

り
、

②
③

e欄
及

び
④

f欄
を

算
出

す
る

に
当

た
り

0
.5

カ
ウ

ン

ト
と

し
て

い
る

。
ま

た
、

④
ｄ
欄

の
精

神
障

害
者

で
あ

る
、

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

は
1
人

を
１

カ
ウ

ン
ト
と

し
て

い
る

。

4
②

③
の

ac
欄

及
び

④
c欄

は
1週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
30

時
間

以
上

の
労

働
者

で
あ

り
、

②
③

の
bd

欄
及

び
④

d
欄

は
１

週
間

の
所

定
労

働
時

間
が

2
0時

間
以

上
3
0
時

間
未

満
の

短
時

間
労

働
者

で
あ

る
。

5
④

e欄
の

労
働

者
と

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

す
べ

て
の

短
時

間
労

働
者

で
あ

る
。

た
だ

し
、

令
和

４
年

に
お

い
て

は
、

精
神

障
害

者
で

あ
る

短
時

間
労

働
者

で
あ

っ
て

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
の

み
と

し
て

い
た

。

①
令

和
元

年
６

月
２

日
以

降
に

採
用

さ
れ

た
者

で
あ

る
こ

と

②
令

和
元

年
６

月
２

日
よ

り
前

に
採

用
さ

れ
た

者
で

、
同

日
以

後
に

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
を

取
得

し
た

者
で

あ
る

こ
と

6
②

③
ｆ欄

及
び

④
g欄

の
「
う

ち
新

規
雇

用
分

」
は

令
和

４
年

6
月

2
日

か
ら

令
和

５
年

6
月

1日
ま

で
の

1
年

間
に

新
規

に
雇

い
入

れ
ら

れ
た

障
害

者
数

で
あ

る
。

7
（

）内
は

令
和

４
年

6
月

1
日

現
在

の
数

値
で

あ
る

。

【
参
考
】
独
立
行
政
法
人
等
に
お
け
る
障
害
部
位
別
の
雇
用
身
体
障
害
者
数

※
実
人
数

計
視
覚
障
害

聴
覚
又
は

平
衡
機
能
障
害

音
声
・
言
語

・
そ
し
ゃ
く

機
能
障
害

肢
体
不
自
由

内
部
障
害

5
,6
4
6

3
3
5

4
8
8

6
7

2
,9
6
4

1
,7
9
2

独
立
行
政
法
人
等

26



　(1)  国の機関の状況（法定雇用率2.6％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

国の機関合計 340,707.5 9,940.0 2.92 0.0

行政機関合計 311,259.0 9,121.5 2.93 0.0

内閣官房 1,515.5 46.0 3.04 0.0

内閣法制局 80.5 2.0 2.48 0.0

内閣府 3,451.0 93.0 2.69 0.0

宮内庁 1,195.5 42.0 3.51 0.0

公正取引委員会 890.5 26.0 2.92 0.0

警察庁 2,266.0 72.5 3.20 0.0

個人情報保護委員会 220.0 6.0 2.73 0.0

カジノ管理委員会 180.0 4.0 2.22 0.0

金融庁 1,752.5 50.0 2.85 0.0

消費者庁 515.5 17.0 3.30 0.0

こども家庭庁 507.5 17.0 3.35 0.0 注５

デジタル庁 754.5 19.0 2.52 0.0

復興庁 201.0 6.0 2.99 0.0

総務省 5,207.0 153.5 2.95 0.0 特例承認あり 注４

法務省 33,685.0 952.0 2.83 0.0

出入国在留管理庁 5,056.0 133.5 2.64 0.0

公安調査庁 1,754.0 49.0 2.79 0.0

外務省 3,557.5 155.5 4.37 0.0

財務省 12,436.0 359.5 2.89 0.0

国税庁 61,851.5 1,808.5 2.92 0.0

文部科学省 2,837.5 75.0 2.64 0.0 特例承認あり 注４

厚生労働省 60,075.0 1,816.5 3.02 0.0

農林水産省 15,759.5 450.5 2.86 0.0

林野庁 4,684.5 139.5 2.98 0.0

水産庁 822.5 23.0 2.80 0.0

経済産業省 6,619.5 188.0 2.84 0.0 特例承認あり 注４

特許庁 3,524.5 96.5 2.74 0.0

国土交通省 42,441.0 1,225.5 2.89 0.0

観光庁 263.0 9.0 3.42 0.0

気象庁 4,788.0 147.0 3.07 0.0

運輸安全委員会 189.0 10.0 5.29 0.0

海上保安庁 294.0 19.0 6.46 0.0

環境省 2,984.5 91.0 3.05 0.0

原子力規制委員会 1,225.0 43.0 3.51 0.0

防衛省 24,024.0 663.5 2.76 0.0

防衛装備庁 1,713.0 49.5 2.89 0.0

人事院 670.5 20.0 2.98 0.0

会計検査院 1,267.0 43.0 3.39 0.0

立法機関合計 4,011.0 115.0 2.87 0.0

衆議院事務局 1,622.5 46.0 2.84 0.0

衆議院法制局 90.0 2.0 2.22 0.0

参議院事務局 1,253.0 34.0 2.71 0.0

参議院法制局 67.0 1.0 1.49 0.0

国立国会図書館 978.5 32.0 3.27 0.0

司法機関合計 25,437.5 703.5 2.77 0.0

裁判所 25,437.5 703.5 2.77 0.0

注　１

2

3

4

5

6

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総
数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び
重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5人に相当する
ものとして0.5カウントとしている。
　ただし、短時間勤務職員である精神障害者については、１人を１カウントとしている。

　こども家庭庁は、令和５年４月１日付けで発足したため、本年６月１日現在の任免状況通報書より通報対象となる。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であ
り、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
　注４の省庁は、特例承認を受けている。
　特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該省庁におかれる外局に
勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすものである。

  この集計は、令和５年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

４ 公的機関の状況

　　　　特例承認一覧

省庁 外局等

総務省 公害等調整委員会 消防庁

文部科学省 文化庁 スポーツ庁 　

経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁
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　　(2) 都道府県知事部局の状況（法定雇用率2.6％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 279,375.0 8,267.5 2.96 0.0

北海道 12,844.0 365.0 2.84 0.0
青森県 3,957.5 116.0 2.93 0.0
岩手県 5,024.5 144.0 2.87 0.0
宮城県 5,464.5 167.0 3.06 0.0 特例認定あり 注４

秋田県 4,126.5 128.5 3.11 0.0 特例認定あり 注４

山形県 7,315.5 222.0 3.03 0.0 特例認定あり 注４

福島県 6,060.0 173.0 2.85 0.0
茨城県 5,848.5 192.5 3.29 0.0
栃木県 5,247.5 170.0 3.24 0.0 特例認定あり 注４

群馬県 4,767.0 138.0 2.89 0.0
埼玉県 7,757.5 214.5 2.77 0.0
千葉県 9,039.0 270.0 2.99 0.0 特例認定あり 注４

東京都 22,447.0 726.0 3.23 0.0
神奈川県 8,099.0 237.0 2.93 0.0 特例認定あり 注４

新潟県 5,885.5 172.0 2.92 0.0 特例認定あり 注４

富山県 4,745.0 126.5 2.67 0.0 特例認定あり 注４

石川県 5,241.5 145.0 2.77 0.0 特例認定あり 注４

福井県 4,445.0 142.5 3.21 0.0
山梨県 4,011.0 127.0 3.17 0.0
長野県 6,054.0 190.5 3.15 0.0 特例認定あり 注４

岐阜県 5,478.5 166.5 3.04 0.0
静岡県 6,415.0 170.0 2.65 0.0 特例認定あり 注４

愛知県 9,896.5 294.5 2.98 0.0
三重県 4,984.0 138.5 2.78 0.0 特例認定あり 注４

滋賀県 4,799.0 134.0 2.79 0.0 特例認定あり 注４

京都府 4,898.0 128.0 2.61 0.0
大阪府 8,461.5 295.5 3.49 0.0 特例認定あり 注４

兵庫県 7,162.0 196.5 2.74 0.0 特例認定あり 注４

奈良県 4,268.0 118.5 2.78 0.0 特例認定あり 注４

和歌山県 4,171.5 118.5 2.84 0.0 特例認定あり 注４

鳥取県 3,753.0 130.5 3.48 0.0 特例認定あり 注４

島根県 4,174.0 112.5 2.70 0.0 特例認定あり 注４

岡山県 4,488.5 129.0 2.87 0.0 特例認定あり 注４

広島県 6,593.0 173.5 2.63 0.0 特例認定あり 注４

山口県 3,844.5 112.0 2.91 0.0 特例認定あり 注４

徳島県 3,511.0 105.5 3.00 0.0
香川県 5,006.0 138.0 2.76 0.0 特例認定あり 注４

愛媛県 4,572.5 131.0 2.86 0.0 特例認定あり 注４

高知県 4,005.0 122.5 3.06 0.0
福岡県 8,080.0 264.5 3.27 0.0 特例認定あり 注４

佐賀県 3,890.0 111.0 2.85 0.0
長崎県 4,317.5 120.0 2.78 0.0
熊本県 4,750.5 144.5 3.04 0.0
大分県 4,075.5 115.5 2.83 0.0
宮崎県 4,242.0 114.0 2.69 0.0

鹿児島県 5,755.5 152.5 2.65 0.0
沖縄県 5,402.5 163.5 3.03 0.0

　　　　特例認定一覧（都道府県知事部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

奈良県 奈良県水道局 奈良県監査委員事務局 奈良県人事委員会事務局 奈良県労働委員会事務局 奈良県収用委員会事務局

山形県 山形県企業局 山形県病院事業局

新潟県 新潟県議会事務局

静岡県 静岡県企業局 静岡県議会事務局

山口県 山口県企業局

広島県 広島県企業局 広島県議会事務局

島根県 島根県企業局

鳥取県 鳥取県企業局

福岡県 福岡県議会事務局

滋賀県 滋賀県企業庁 滋賀県病院事業庁

香川県 香川県病院局 香川県議会事務局

栃木県 栃木県企業局 栃木県議会事務局

富山県 富山県企業局

千葉県 千葉県議会事務局

長野県 長野県企業局

兵庫県 兵庫県議会事務局

岡山県 岡山県企業局

三重県 三重県議会事務局

大阪府 大阪府議会事務局

神奈川県 神奈川県監査事務局

石川県 石川県議会事務局

宮城県 宮城県企業局 宮城県議会事務局

愛媛県 愛媛県議会事務局

和歌山県 和歌山県議会事務局

秋田県 秋田県議会事務局 秋田県人事委員会事務局 秋田県監査委員事務局

注　1

2

3

4

5

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員
総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及
び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5人に相当
するものとして0.5カウントとしている。
　ただし、短時間勤務職員である精神障害者については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認
定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。
　この集計は、令和5年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 80,128.0 2,360.0 2.95 57.0
北海道企業局 104.0 2.0 1.92 0.0

北海道道立病院局 460.5 13.0 2.82 0.0
北海道議会事務局 87.0 2.0 2.30 0.0

北海道監査委員事務局 50.0 2.0 4.00 0.0
北海道警察本部 1,413.5 41.0 2.90 0.0

青森県病院局 953.0 19.0 1.99 5.0
青森県警察本部 390.5 14.5 3.71 0.0

岩手県企業局 117.0 5.0 4.27 0.0
岩手県医療局 4,369.5 113.5 2.60 0.0

岩手県警察本部 395.0 11.5 2.91 0.0

宮城県警察本部 648.0 23.5 3.63 0.0

秋田県警察本部 379.5 13.5 3.56 0.0

秋田県公営企業 120.0 4.0 3.33 0.0
山形県警察本部 439.0 18.0 4.10 0.0

福島県病院局 286.5 7.0 2.44 0.0
福島県警察本部 607.5 18.0 2.96 0.0

茨城県企業局 207.5 5.0 2.41 0.0
茨城県病院局 692.0 21.0 3.03 0.0

茨城県議会事務局 46.0 3.0 6.52 0.0
茨城県警察本部 676.0 21.0 3.11 0.0

栃木県警察本部 592.0 20.0 3.38 0.0

群馬県企業局 316.5 10.0 3.16 0.0
群馬県病院局 869.0 22.0 2.53 0.0

群馬県警察本部 540.5 18.5 3.42 0.0

埼玉県企業局 428.5 14.0 3.27 0.0
埼玉県下水道局 115.5 4.0 3.46 0.0
埼玉県議会事務局 68.0 2.0 2.94 0.0
埼玉県警察本部 1,537.5 44.0 2.86 0.0

千葉県病院局 1,410.0 42.0 2.98 0.0
千葉県企業局 1,234.0 39.0 3.16 0.0

千葉県競馬組合 65.5 1.0 1.53 0.0
千葉県警察本部 1,548.5 44.0 2.84 0.0

東京都議会議会局 159.5 6.0 3.76 0.0
東京都人事委員会 62.5 5.0 8.00 0.0
東京都監査事務局 90.0 3.0 3.33 0.0
東京都交通局 2,063.0 90.0 4.36 0.0
東京都水道局 2,663.5 87.0 3.27 0.0

東京都下水道局 1,427.5 55.0 3.85 0.0
警視庁 4,828.5 132.5 2.74 0.0

東京消防庁 967.0 37.0 3.83 0.0
神奈川県企業庁 1,006.0 30.0 2.98 0.0

神奈川県内広域水道企業団 243.0 6.0 2.47 0.0
神奈川県議会議会局 84.5 3.0 3.55 0.0
神奈川県警察本部 2,191.5 70.5 3.22 0.0

新潟県企業局 109.5 3.0 2.74 0.0
新潟県病院局 2,190.5 67.5 3.08 0.0

新潟県警察本部 582.5 18.0 3.09 0.0

富山県警察本部 421.0 13.0 3.09 0.0

石川県警察本部 439.5 12.0 2.73 0.0

福井県警察本部 406.5 17.5 4.31 0.0

山梨県企業局 70.0 4.0 5.71 0.0
山梨県警察本部 472.5 16.0 3.39 0.0

長野県警察本部 606.0 18.5 3.05 0.0

長野県議会事務局 39.5 1.0 2.53 0.0
岐阜県警察本部 606.0 21.0 3.47 0.0

静岡県立静岡がんセンター 891.5 24.0 2.69 0.0
静岡県警察本部 938.5 29.5 3.14 0.0

愛知県企業庁 359.0 13.0 3.62 0.0
愛知県病院事業庁 912.5 29.5 3.23 0.0
名古屋港管理組合 444.0 15.0 3.38 0.0
愛知県競馬組合 65.5 1.5 2.29 0.0
愛知県議会事務局 68.0 1.0 1.47 0.0
愛知県警察本部 1,190.5 32.0 2.69 0.0

(3) その他の都道府県機関の状況（法定雇用率2.6％）
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

三重県企業庁 136.5 4.0 2.93 0.0
三重県病院事業庁 169.5 7.0 4.13 0.0
四日市港管理組合 102.0 3.5 3.43 0.0
三重県警察本部 461.5 16.5 3.58 0.0

滋賀県議会事務局 40.0 1.0 2.50 0.0

滋賀県警察本部 357.5 10.0 2.80 0.0

京都府公営企業 134.0 2.0 1.49 1.0
京都府警察本部 739.0 17.5 2.37 1.5

大阪府警察本部 2,407.5 56.5 2.35 5.5 注４①

兵庫県企業庁 161.5 7.0 4.33 0.0
兵庫県病院局 4,580.5 84.5 1.84 34.5

兵庫県警察本部 1,079.0 35.0 3.24 0.0

奈良県警察本部 391.0 13.5 3.45 0.0

南和広域医療企業団 351.0 8.0 2.28 1.0
和歌山県警察本部 413.5 13.0 3.14 0.0

鳥取県病院局 990.0 27.0 2.73 0.0
鳥取県警察本部 313.0 9.0 2.88 0.0

島根県病院局 794.0 17.0 2.14 3.0 注４②

島根県警察本部 348.0 8.0 2.30 1.0

岡山県警察本部 649.0 19.0 2.93 0.0

広島県警察本部 624.0 16.5 2.64 0.0

山口県議会事務局 46.0 1.0 2.17 0.0

山口県警察本部 519.0 13.0 2.50 0.0

徳島県企業局 128.5 3.5 2.72 0.0
徳島県病院局 688.5 17.5 2.54 0.0

徳島県警察本部 390.0 12.0 3.08 0.0

香川県警察本部 430.5 9.0 2.09 2.0

愛媛県公営企業管理局 1,544.0 48.0 3.11 0.0
愛媛県警察本部 448.5 19.0 4.24 0.0

高知県公営企業局 570.5 18.0 3.16 0.0
高知県・高知市病院企業団 634.0 15.0 2.37 1.0

高知県警察本部 375.0 13.0 3.47 0.0

福岡県警察本部 1,100.5 32.5 2.95 0.0

佐賀県競馬組合 45.0 1.0 2.22 0.0

佐賀県警察本部 349.5 12.5 3.58 0.0

長崎県交通局 186.0 5.0 2.69 0.0
長崎県病院企業団 1,293.5 39.0 3.02 0.0
長崎県警察本部 487.5 17.0 3.49 0.0

熊本県警察本部 510.0 19.5 3.82 0.0

熊本県企業局 44.0 3.0 6.82 0.0
熊本県病院局 56.0 1.0 1.79 0.0
大分県企業局 75.5 2.0 2.65 0.0
大分県病院局 475.0 16.0 3.37 0.0

大分県警察本部 403.5 11.5 2.85 0.0

宮崎県企業局 106.0 3.0 2.83 0.0
宮崎県病院局 1,133.5 27.5 2.43 1.5 注４③

宮崎県警察本部 405.0 12.0 2.96 0.0

鹿児島県県立病院局 958.5 27.0 2.82 0.0
鹿児島県警察本部 468.5 13.0 2.77 0.0

沖縄県企業局 272.0 9.0 3.31 0.0
沖縄県議会事務局 55.0 2.0 3.64 0.0
沖縄県病院事業局 2,428.5 66.0 2.72 0.0
沖縄県警察本部 491.5 16.0 3.26 0.0

注　１

2

3

4

5 　この集計は、令和５年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

②島根県病院局においては、11月１日時点において、障害者の数20.0人、実雇用率2.53％、不足数0.0人となっている。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占め

る割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

①大阪府警察本部においては、11月１日時点において、障害者の数62.5人、実雇用率2.60％、不足数0.0人となっている。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的

障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとしている。

　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5人に相当するものとし

て0.5カウントとしている。

　ただし、短時間勤務職員である精神障害者については、１人を１カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが

0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

③宮崎県病院局においては、12月１日時点において、障害者の数29.5人、実雇用率2.60％、不足数0.0人となっている。
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(4) 都道府県教育委員会の状況（法定雇用率2.5％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 638,830.0 14,936.0 2.34 1,455.5

北海道 30,185.5 743.0 2.46 11.0
青森県 9,424.5 213.5 2.27 21.5
岩手県 8,797.0 222.5 2.53 0.0
宮城県 11,488.5 301.5 2.62 0.0
秋田県 7,307.0 194.0 2.65 0.0
山形県 7,473.5 186.5 2.50 0.0
福島県 12,282.0 252.5 2.06 54.5
茨城県 19,126.0 504.0 2.64 0.0
栃木県 12,783.5 345.0 2.70 0.0
群馬県 11,689.5 308.0 2.63 0.0
埼玉県 31,129.5 799.0 2.57 0.0
千葉県 29,349.0 760.5 2.59 0.0
東京都 49,623.0 965.5 1.95 274.5
神奈川県 24,494.5 634.5 2.59 0.0
新潟県 12,444.0 282.0 2.27 29.0
富山県 6,867.0 175.0 2.55 0.0
石川県 6,920.0 184.0 2.66 0.0
福井県 5,454.5 151.5 2.78 0.0
山梨県 6,463.5 173.5 2.68 0.0
長野県 13,397.0 343.5 2.56 0.0
岐阜県 12,943.0 324.0 2.50 0.0
静岡県 16,006.5 329.0 2.06 71.0
愛知県 32,921.0 535.0 1.63 288.0
三重県 12,132.0 327.0 2.70 0.0
滋賀県 9,507.0 241.0 2.53 0.0
京都府 10,104.0 182.0 1.80 70.0
大阪府 31,847.0 665.5 2.09 130.5
兵庫県 25,366.5 431.0 1.70 203.0
奈良県 8,019.0 155.5 1.94 44.5
和歌山県 7,175.0 188.5 2.63 0.0
鳥取県 5,124.0 141.0 2.75 0.0
島根県 6,618.5 164.0 2.48 1.0 注４

岡山県 10,344.0 271.0 2.62 0.0
広島県 12,638.5 339.0 2.68 0.0
山口県 8,482.5 213.0 2.51 0.0
徳島県 5,173.0 138.5 2.68 0.0
香川県 6,562.0 164.5 2.51 0.0
愛媛県 8,617.5 252.0 2.92 0.0
高知県 6,496.0 184.0 2.83 0.0
福岡県 18,237.0 335.5 1.84 119.5
佐賀県 7,681.5 200.5 2.61 0.0
長崎県 9,194.0 196.0 2.13 33.0
熊本県 9,546.0 276.0 2.89 0.0
大分県 8,502.0 226.0 2.66 0.0
宮崎県 8,045.5 177.5 2.21 23.5
鹿児島県 12,861.0 321.5 2.50 0.0
沖縄県 11,987.0 218.0 1.82 81.0

注　1

2

3

4

5 　この集計は、令和５年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが
0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占め

る割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　島根県教育委員会においては、11月１日時点において、障害者の数167.0人、実雇用率2.51％、不足数0.0人となっている。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的

障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとしている。

　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5人に相当するものとし

て0.5カウントとしている。

　ただし、短時間勤務職員である精神障害者については、１人を１カウントとしている。
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(5) 独立行政法人等の状況（法定雇用率2.6％）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

独立行政法人等合計 367,846.5 10,391.0 2.82 82.0

  医薬基盤・健康・栄養研究所  321.0 10.0 3.12 0.0

宇宙航空研究開発機構 2,040.5 53.0 2.60 0.0

海上・港湾・航空技術研究所 474.5 12.0 2.53 0.0

海洋研究開発機構 893.0 26.0 2.91 0.0

科学技術振興機構 1,435.0 41.5 2.89 0.0

建築研究所 143.0 4.0 2.80 0.0

国際農林水産業研究センター 300.0 8.5 2.83 0.0

国立環境研究所 798.0 23.0 2.88 0.0

国立がん研究センター 2,653.0 83.0 3.13 0.0

国立国際医療研究センター 2,049.5 58.0 2.83 0.0

国立循環器病研究センター 1,252.0 32.0 2.56 0.0

国立成育医療研究センター 1,261.5 32.0 2.54 0.0

国立精神・神経医療研究センター 891.5 29.5 3.31 0.0

国立長寿医療研究センター 640.0 17.0 2.66 0.0

産業技術総合研究所 5,171.0 151.0 2.92 0.0

情報通信研究機構 1,230.0 31.0 2.52 0.0

新エネルギー・産業技術総合開発機構 1,172.0 32.0 2.73 0.0

森林研究・整備機構 1,254.0 45.0 3.59 0.0

水産研究・教育機構 1,443.0 29.5 2.04 7.5

土木研究所 600.5 20.0 3.33 0.0

日本医療研究開発機構 614.0 21.0 3.42 0.0

日本原子力研究開発機構 4,069.0 110.5 2.72 0.0

農業・食品産業技術総合研究機構 4,651.5 139.0 2.99 0.0

物質・材料研究機構 1,217.0 32.0 2.63 0.0

防災科学技術研究所 345.0 12.0 3.48 0.0

理化学研究所 3,895.0 106.5 2.73 0.0

量子科学技術研究開発機構 1,479.5 34.5 2.33 3.5

奄美群島振興開発基金 ― ― ― ― 注４

医薬品医療機器総合機構 1,434.5 41.0 2.86 0.0

海技教育機構 331.0 13.0 3.93 0.0

家畜改良センター 868.5 27.5 3.17 0.0

環境再生保全機構 187.5 6.0 3.20 0.0

教職員支援機構 70.0 4.0 5.71 0.0

勤労者退職金共済機構 326.0 10.0 3.07 0.0

空港周辺整備機構 ― ― ― ― 注４

経済産業研究所 88.5 2.0 2.26 0.0

工業所有権情報・研修館 193.5 4.0 2.07 1.0 注５①

航空大学校 135.0 4.0 2.96 0.0

高齢・障害・求職者雇用支援機構 6,233.5 253.5 4.07 0.0

国際観光振興機構 256.0 4.0 1.56 2.0 注５②

国際協力機構 3,289.5 81.0 2.46 4.0 注５③

国際交流基金 571.5 18.0 3.15 0.0

国民生活センター 211.0 5.0 2.37 0.0

国立印刷局 4,171.5 138.0 3.31 0.0

国立科学博物館 226.5 5.0 2.21 0.0

国立高等専門学校機構 5,007.5 129.0 2.58 1.0 注５④

国立公文書館 168.0 3.0 1.79 1.0

国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 266.5 8.0 3.00 0.0

国立女性教育会館 41.0 1.0 2.44 0.0

国立青少年教育振興機構 655.0 18.5 2.82 0.0

国立特別支援教育総合研究所 87.0 2.0 2.30 0.0

国立美術館 335.5 5.0 1.49 3.0 注５⑤

国立病院機構 54,063.5 1,544.0 2.86 0.0

国立文化財機構 782.0 25.0 3.20 0.0

自動車技術総合機構 1,396.5 51.0 3.65 0.0

自動車事故対策機構 443.0 14.0 3.16 0.0

住宅金融支援機構 957.0 26.5 2.77 0.0

酒類総合研究所 74.5 1.0 1.34 0.0

情報処理推進機構 363.5 10.0 2.75 0.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

製品評価技術基盤機構 576.0 12.0 2.08 2.0 注５⑥

エネルギー・金属鉱物資源機構 868.0 25.0 2.88 0.0

造幣局 922.5 27.0 2.93 0.0

大学改革支援・学位授与機構 200.5 6.0 2.99 0.0

大学入試センター 139.0 5.0 3.60 0.0

地域医療機能推進機構 19,209.5 540.0 2.81 0.0

中小企業基盤整備機構 1,020.0 27.5 2.70 0.0

駐留軍等労働者労務管理機構 322.0 8.0 2.48 0.0

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1,688.5 50.0 2.96 0.0

統計センター 786.5 23.0 2.92 0.0

都市再生機構 3,670.0 107.5 2.93 0.0

日本学術振興会 256.5 5.0 1.95 1.0 注５⑦

日本学生支援機構 744.0 18.0 2.42 1.0

日本芸術文化振興会 417.0 11.0 2.64 0.0

日本高速道路保有・債務返済機構 ― ― ― ― 注４

日本スポーツ振興センター 802.5 20.0 2.49 0.0

日本貿易振興機構 1,427.0 29.0 2.03 8.0 注５⑧

農業者年金基金 86.0 2.0 2.33 0.0

農畜産業振興機構 256.0 7.0 2.73 0.0

農林漁業信用基金 107.0 3.0 2.80 0.0

農林水産消費安全技術センター 653.0 17.0 2.60 0.0

福祉医療機構 307.5 10.0 3.25 0.0

北方領土問題対策協会 ― ― ― ― 注４

水資源機構 1,549.5 46.5 3.00 0.0
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 44.0 1.0 2.27 0.0

労働者健康安全機構 14,885.5 446.0 3.00 0.0

労働政策研究・研修機構 142.0 6.0 4.23 0.0

年金積立金管理運用 161.5 4.0 2.48 0.0

北海道大学 4,963.0 114.0 2.30 15.0 注５⑨

北海道教育大学 628.0 18.0 2.87 0.0

室蘭工業大学 242.0 6.0 2.48 0.0

北海道国立大学機構 578.5 16.0 2.77 0.0

旭川医科大学 1,390.0 36.0 2.59 0.0

弘前大学 1,836.5 48.0 2.61 0.0

岩手大学 649.0 17.0 2.62 0.0

東北大学 6,393.0 194.0 3.03 0.0

宮城教育大学 228.0 5.0 2.19 0.0

秋田大学 1,698.0 46.0 2.71 0.0

山形大学 1,892.0 48.5 2.56 0.5 注５⑩

福島大学 426.5 14.0 3.28 0.0

茨城大学 638.0 22.0 3.45 0.0

筑波大学 3,915.0 113.0 2.89 0.0

筑波技術大学 136.5 27.5 20.15 0.0

宇都宮大学 551.5 17.0 3.08 0.0

群馬大学 2,226.0 59.0 2.65 0.0

埼玉大学 632.5 19.0 3.00 0.0

千葉大学 3,253.0 88.5 2.72 0.0

東京大学 9,969.5 287.5 2.88 0.0

東京医科歯科大学 2,430.5 65.0 2.67 0.0

東京外国語大学 332.0 10.0 3.01 0.0

東京学芸大学 723.5 20.0 2.76 0.0

東京農工大学 654.0 19.0 2.91 0.0

東京芸術大学 458.5 12.0 2.62 0.0

東京工業大学 2,010.0 52.5 2.61 0.0

東京海洋大学 350.5 10.0 2.85 0.0

お茶の水女子大学 378.5 9.0 2.38 0.0

電気通信大学 460.5 14.0 3.04 0.0

一橋大学 559.0 15.0 2.68 0.0

横浜国立大学 860.0 23.5 2.73 0.0

新潟大学 2,864.0 84.0 2.93 0.0

長岡技術科学大学 331.5 11.0 3.32 0.0

上越教育大学 241.0 7.0 2.90 0.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

富山大学 2,168.0 55.0 2.54 1.0 注５⑪

金沢大学 2,831.5 81.0 2.86 0.0

福井大学 1,844.5 47.0 2.55 0.0

山梨大学 1,857.0 43.5 2.34 4.5

信州大学 2,527.0 66.5 2.63 0.0

静岡大学 1,003.0 26.0 2.59 0.0

浜松医科大学 1,611.5 39.0 2.42 2.0 注５⑫

東海国立大学機構　 7,007.0 192.5 2.75 0.0

愛知教育大学 475.0 14.0 2.95 0.0

名古屋工業大学 492.0 14.0 2.85 0.0

豊橋技術科学大学 336.0 10.0 2.98 0.0

三重大学 2,242.5 58.0 2.59 0.0

滋賀大学 350.5 10.0 2.85 0.0

滋賀医科大学 1,447.0 38.0 2.63 0.0

京都大学 6,942.0 187.0 2.69 0.0

京都教育大学 282.5 7.0 2.48 0.0

京都工芸繊維大学 370.0 8.0 2.16 1.0 注５⑬

大阪大学 6,304.0 169.5 2.69 0.0

大阪教育大学 571.5 16.0 2.80 0.0

兵庫教育大学 257.0 8.0 3.11 0.0

神戸大学 3,788.5 100.0 2.64 0.0

奈良国立大学機構 536.0 14.0 2.61 0.0

和歌山大学 363.0 12.0 3.31 0.0

鳥取大学 2,173.0 58.0 2.67 0.0

島根大学 2,044.5 57.0 2.79 0.0

岡山大学 3,456.0 99.5 2.88 0.0

広島大学 3,935.5 108.5 2.76 0.0

山口大学 2,467.5 69.5 2.82 0.0

徳島大学 2,333.5 65.0 2.79 0.0

鳴門教育大学 261.5 10.0 3.82 0.0

香川大学 1,973.0 54.0 2.74 0.0

愛媛大学 2,214.5 62.0 2.80 0.0

高知大学 1,786.0 50.0 2.80 0.0

福岡教育大学 329.5 9.0 2.73 0.0

九州大学 5,568.0 156.0 2.80 0.0

九州工業大学 587.5 16.0 2.72 0.0

佐賀大学 1,832.0 47.0 2.57 0.0

長崎大学 2,861.5 57.0 1.99 17.0

熊本大学 2,536.5 66.0 2.60 0.0

大分大学 1,832.0 49.0 2.67 0.0

宮崎大学 2,006.5 48.0 2.39 4.0 注５⑭

鹿児島大学 2,554.5 68.5 2.68 0.0

鹿屋体育大学 127.5 3.0 2.35 0.0

琉球大学 2,193.5 58.0 2.64 0.0

政策研究大学院大学 123.0 2.0 1.63 1.0

総合研究大学院大学 75.5 1.0 1.32 0.0

北陸先端科学技術大学院大学 283.0 7.0 2.47 0.0

奈良先端科学技術大学院大学 376.5 13.0 3.45 0.0

高エネルギー加速器研究機構 971.5 27.5 2.83 0.0

自然科学研究機構 1,049.5 32.5 3.10 0.0

情報・システム研究機構 753.5 19.5 2.59 0.0

人間文化研究機構 612.5 19.0 3.10 0.0

日本司法支援センター 1,214.5 36.0 2.96 0.0
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①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

日本私立学校振興・共済事業団 1,618.0 44.0 2.72 0.0

沖縄振興開発金融公庫 260.5 7.0 2.69 0.0

株式会社　国際協力銀行 725.0 21.0 2.90 0.0

株式会社　日本政策金融公庫 8,356.5 242.0 2.90 0.0

株式会社　日本貿易保険 237.0 8.0 3.38 0.0

沖縄科学技術大学院大学学園 658.0 19.0 2.89 0.0

日本年金機構 23,257.0 678.5 2.92 0.0

福島国際研究教育機構 52.0 0.0 0.00 1.0

全国健康保険協会 4,872.0 135.0 2.77 0.0

注　1

2

3

4

5 ①工業所有権情報・研修館おいては、12月１日時点において、障害者の数6.0人、実雇用率3.05％、不足数0.0人となっている。

②国際観光振興機構においては、12月１日時点において、障害者の数6.0人、実雇用率2.34％、不足数0.0人となっている。

③国際協力機構においては、10月１日時点において、障害者の数87.0人、実雇用率2.62％、不足数0.0人となっている。

④国立高等専門学校機構においては、10月31日時点において、障害者の数131.0人、実雇用率2.59％、不足数0.0人となっている。

⑥製品評価技術基盤機構においては、11月30日時点において、障害者の数15.0人、実雇用率2.57％、不足数0.0人となっている。

⑧日本貿易振興機構においては、11月16日時点において、障害者の数37.0人、実雇用率2.54％、不足数0.0人となっている。

⑨北海道大学においては、12月１日時点において、障害者の数131.0人、実雇用率2.64％、不足数0.0人となっている。

⑩山形大学においては、11月１日時点において、障害者の数48.5人、実雇用率2.63％、不足数0.0人となっている。

⑪富山大学においては、10月１日時点において、障害者の数56.0人、実雇用率2.58％、不足数0.0人となっている。

⑫浜松医科大学においては、12月１日時点において、障害者の数41.0人、実雇用率2.58％、不足数0.0人となっている。

⑬京都工芸繊維大学においては、７月10日時点において、障害者の数9.0人、実雇用率2.45％、不足数0.0人となっている。

⑭宮崎大学においては、12月１日時点において、障害者の数52.0人、実雇用率2.59％、不足数0.0人となっている。

　 　6　　法人の掲載順は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２による。

　 　7　　この集計は、令和５年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業するこ
とが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。
　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者につい
ては法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとしている。
　また、短時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である、短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントと
している。
　ただし、短時間労働者である精神障害者については、１人を１カウントとしている。

⑦日本学術振興会においては、７月１日時点において、障害者の数6.0人、実雇用率2.33％、不足数0.0人となっている。

　これらの法人においては、労働者数が38.5人未満であり、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に基づく障害者の雇用義務が発生していない。

⑤国立美術館においては、11月１日時点において、障害者の数9.0人、実雇用率2.68％、不足数0.0人となっている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となるこ
とをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。
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いわゆる障害者雇用ビジネス (※ )に係る実態把握の取組について

◼ ビジネス事業者32法人が運営する就業場所152カ所を把握（うち54カ所訪問）。

◼ 当該就業場所の利用企業のうち302社を特定。うち56社について事業所訪問等を実施。

◼ 令和４年１月、都道府県労働局に対し、障害者雇用ビジネス実施事業者やその利用企業の実態把握を行うことを指示。以降、
以下のとおり、継続的に実態把握を行うとともに必要な支援を実施。

⚫ 業務内容・業務量、雇用期間・労働時間等の労働条件、雇用管理の状況（勤怠管理・業務指示の流れ等）等を把握。

⚫ 必要に応じ、関係機関と連携し、同一の就業場所や利用企業を繰り返し訪問。

⚫ 事業主や障害者雇用ビジネス実施事業者に対し、障害者雇用促進法の基本理念や事業主の責務についての理解を促進。

⚫ 必要に応じ、障害者の能力に応じた業務の選定等について、事業主への支援を実施。

実態把握の概要

把握状況（令和５年 1 1月末時点）

事業者数 32事業者(※1)

就業場所数 152カ所(※2)

うち農園 110カ所

うちサテライトオフィス 38カ所

利用企業数 1,212以上（※3）

うち社名を把握した企業数 302社(※4)

就業障害者数 7,371以上(※5)

(※1) 把握する限り、就業場所数が最も多い事業者では46か所を運営。
また、利用企業が最も多い事業者では567社以上が利用。

(※2) 労働局による聴取またはビジネス事業者HP等で把握した就業場所数。
このうち労働局等の訪問による実態把握を実施したのはうち54カ所。

(※3) 把握した就業場所ごとの利用企業数を合計した延べ数。
（同一企業が複数の就業場所を利用する場合は重複計上。
一部、利用企業数を把握できていない就業場所もあるため、 1,212以上と表記。）

最も多い就業場所では29社が利用。

(※4) 複数のビジネス事業者を利用する企業が３社あり、利用企業数としては重複計上。
このうち56社については、労働局等の事業所訪問による実態把握を実施。

(※5）労働局による聴取またはビジネス事業者HP等により把握した就業者数。
（HP上に「○○人以上」と掲載されているものが多いほか、把握できないものもある
ため、 7,371人以上と表記。）

【把握状況の概要】

（※） 障害者の就業場所となる施設・設備（農園、サテライトオフィス等）及び障害者の業務の提供等を行う事業。
なお、実態把握の取組は、業務の提供等の実施が無いものも含め広く対象としている。

1

労働政策審議会障害者雇用分科会

第130回
(R5.12.27)
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令和５年度における労働局・ハローワークによる指導・助言の実施事案の例①

指導・助言の実施内容

◼ 障害者雇用ビジネス実施事業者にホームページ等を修正させるとともに、無期雇用転換ルールの適用を意図的に避けることがないよ
う指導を実施

◼ 障害者雇用ビジネス実施事業者から利用企業に対して、１年間のパソコン研修終了後も障害者の雇用を継続することや、利用企業の
業務に障害者を従事させるよう説明することを依頼

◼ 障害者雇用ビジネス実施事業者にホームページを修正させるとともに、雇用主である利用企業自らの責任により、障害者の勤務状況
の把握、業務の遂行に関する指示・指導・支援を主体的に行う必要があること、障害者の個々の特性に応じた配慮が必要な事項につ
いて、利用企業が主体的に把握や対応を行う必要性等を説明

◼ 障害者雇用ビジネス実施事業者から利用企業に対して、主体的に勤怠管理や業務指示を実施させるよう依頼

◼ 当該障害者雇用ビジネス実施事業者を利用予定の企業に対して、利用企業が雇用する管理者の配置など主体的な勤怠管理や業務指示
の必要性について助言

指導・助言の実施内容

2

把握した事案と懸念される課題等（勤怠管理、業務指示）

◼ 障害者雇用ビジネス実施事業者が、ホームページに「週１回の定期報告を行うため、利用企業が障害者の業務内容の把握や労務管理
が可能」、「障害者雇用ビジネス実施事業者が障害者の就業内容・就業場所の検討や、業務のやり方の指導等をすべて実施する」な
どという趣旨を記載

➢ 雇用主である利用企業が自らの雇用管理に十分な責任を持つとともに、必要な配慮事項について把握・対応が行われているか懸念

➢ 障害者の個々の特性に応じた配慮が必要な事項について、雇用主が主体的に把握や対応をしているかが懸念

➢ 障害者雇用ビジネス実施事業者が、障害者への業務指示の伝達等を利用企業から受託して実施することは、業務指示ルートの不明
確さにつながる懸念

把握した事案と懸念される課題等（雇用期間）

◼ 障害者雇用ビジネス実施事業者が、ホームページや利用企業向け説明資料に「無期転換ルールの適用へのリスクがない」という趣旨
を記載。利用企業に対する営業として、パソコンのスキルが不足している障害者を利用企業による雇入れ後１年間、当該実施事業者
が提供するパソコン研修を受けさせ、研修終了後は利用企業が障害者の雇用を継続するか、又は別の企業に転職してもらうかを選択
することができると説明

➢ 無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的としていないか懸念



令和５年度における労働局・ハローワークによる指導・助言の実施事案の例②

3

把握した事案と懸念される課題等（本社から離れた就業場所で働く障害者の雇用管理等）

◼ 障害者雇用ビジネスを利用予定の企業からハローワークに、本社から離れた就業場所に係る求人申込み

➢ 雇用主の企業が障害者の雇用管理や業務指示等に責任を持つとともに、必要な配慮事項についての把握・対応が適切に行われるか
が懸念

➢ 本社から離れた就業場所であることから、企業内への配置転換が困難であり、長期的な雇用継続やキャリア形成が行えるか懸念

◼ 障害者の雇用主である利用企業自らが、障害者の勤務状況の把握、業務遂行に関する指示・指導・支援等の業務管理を主体的に
行う必要があること、障害者雇用ビジネス実施事業者との契約の期間に関わらず、障害者の雇用の安定を図る必要があること、
また、雇用後においても障害者本人の希望等を踏まえた計画的かつ必要な職業能力開発・向上の機会の提供が重要であること等
を利用予定の企業に助言

指導・助言の実施内容


